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治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
修
正
を
受
け
る
人
々
の
居
場
所
と
援
助

｜
尊
厳
を
も
っ
て
ケ
ア
を
受
け
る
｜

（
受
け
入
れ
先
紹
介
実
用
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
）

フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法
研
究
会
（
訳
）

は
し
が
き

治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
修
正
を
受
け
る
人
々
の
居
場
所
と
援
助

は
し
が
き

本
稿
に
お
い
て
紹
介
す
る
「H

eb
erg

em
en
t et a

cco
m
p
a
g
n
e-

m
en
t
 
d
e
 
p
erso

n
n
es
 
en
 
a
m
en
a
g
em
en
t
 
d
e
 
p
ein
e
 
p
o
u
r

 
ra
iso
n
s m

ed
ica
les

（
以
下
、

本
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
と
す
る
）」

は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
の
法
律
第
二
〇

〇
二

三
〇
三
号
（L

o
i n

2002
303 d

u 4 m
a
rs 2002 rela

tiv
e

 

a
u
x
 
d
ro
its d

es m
a
la
d
es et a

la
 
q
u
a
lite

d
u
 
sy
stem

e d
e

 
sa
n
te

）
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
、

治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行

停
止
（la su

sp
en
sio
n d

e p
ein
e p
o
u
r ra

iso
n m

ed
ica
le

）」
の

運
用
の
積
極
化
を
目
指
し
て
、
民
間
の
非
営
利
団
体
の
グ
ル
ー
プ１

）が

作
成
し
た
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
あ
る
。
受
刑
者
に
対
し
て
治
療
を
行
っ

て
い
る
医
師
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
（ju

g
e
 
d
’a
p
p
lica

tio
n
 
d
e

 
p
ein
e:

JA
P

）、
及
び
、
社
会
復
帰
・
保
護
観
察
局
（serv

ice
 

p
en
iten

tia
ire d

e in
sertio

n et d
e p
ro
b
a
tio
n
:
S
P
IP

）
に
対
し

て
配
布
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行

停
止
は
、
日
常
的
・
専
門
的
な
医
療
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
し

て
い
る
受
刑
者
に
対
し
て
、
刑
務
所
内
で
十
分
な
ケ
ア
を
確
保
す
る

こ
と
が
困
難
な
場
合
に
、
釈
放
し
、
外
部
の
一
般
医
療
・
福
祉
サ
ー

ビ
ス
に
つ
な
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
保
安
を
強
化
す
る
た
め
に
本
制
度
の
適
用
条
件

が
段
階
的
に
厳
格
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
実
際
の
適
用
は
き
わ
め

て
消
極
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
務
上
は
、
受
刑

者
の
「
塀
の
外
で
死
ぬ
権
利
」
と
い
う
、
い
わ
ば
市
民
と
し
て
の
究

極
の
場
面
に
お
け
る
「
死
ぬ
場
所
を
選
ぶ
権
利
」
を
保
障
す
る
た
め

の
制
度
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う２

）。

こ
れ
ら
の
実
務
上
の
問
題
点
を
受
け
て
、
同
制
度
を
よ
り
積
極
的

に
適
用
し
、
よ
り
適
切
な
「
医
療
・
福
祉
を
確
保
す
る
」
と
い
う
本
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来
の
趣
旨
の
も
と
運
用
す
る
べ
く
、
日
常
的
に
医
療
・
福
祉
ニ
ー
ズ

を
有
す
る
受
刑
者
・
出
所
者
に
関
わ
っ
て
い
る
非
営
利
民
間
諸
団
体

が
、
本
制
度
運
用
に
関
わ
る
実
務
家
へ
の
情
報
提
供
、
及
び
、
民
間

団
体
と
の
協
力
体
制
の
構
築
を
目
指
し
て
作
成
し
た
の
が
本
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
で
あ
る
。
治
療
を
必
要
と
し
て
い
る
受
刑
者
の
多
く
は
高
齢

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
高
齢
者
の
受
け
入
れ
施
設
や
高
齢
者
の
医
療
・

福
祉
に
関
わ
る
諸
制
度
の
紹
介
に
重
点
が
置
か
れ
た
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
に
よ
り
出
所
し

た
場
合
の
居
所
に
関
す
る
相
談
窓
口
、
及
び
、
実
際
の
調
整
に
向
け

た
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ト
と
そ
の
使
い
方
も
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点

に
本
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
、
及
び
、
こ
れ
を
用
い
た
啓
発
活
動
の
特
徴
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
即
ち
、
治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行

停
止
に
よ
っ
て
釈
放
さ
れ
た
出
所
者
に
対
し
て
社
会
内
で
支
援
を

行
っ
て
い
る
民
間
団
体
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ

う
な
実
際
の
運
用
を
促
進
す
る
た
め
の
具
体
的
な
取
り
組
み
と
連
携

し
た
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
特
徴
か
ら
、
本
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
、
及
び
、
本
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
の
柱
と
な
っ
て
い
る
視
点
を
日
本
に
紹
介
す
る
こ
と
に
は
、

自
由
刑
の
裁
量
的
執
行
停
止
の
運
用
、
及
び
、

司
法
と
福
祉
の
協

働
」
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
自
由
刑
の
裁
量
的
執
行
停
止
の
運
用
に
つ
い
て
、
日
本
の

刑
事
訴
訟
法
第
四
八
二
条
に
そ
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

制
度
は
以
下
の
事
情
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
適
用
さ
れ
う
る
。

１

刑
の
執
行
に
よ
つ
て
、
著
し
く
健
康
を
害
す
る
と
き
、
又
は
生
命
を

保
つ
こ
と
の
で
き
な
い
虞
が
あ
る
と
き
、
２

年
齢
七
十
年
以
上
で

あ
る
と
き
、
３

受
胎
後
百
五
十
日
以
上
で
あ
る
と
き
、
４

出
産

後
六
十
日
を
経
過
し
な
い
と
き
、
５

刑
の
執
行
に
よ
つ
て
回
復
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
不
利
益
を
生
ず
る
虞
が
あ
る
と
き
、
６

祖
父

母
又
は
父
母
が
年
齢
七
十
年
以
上
又
は
重
病
若
し
く
は
不
具
で
、
他

に
こ
れ
を
保
護
す
る
親
族
が
な
い
と
き
、
７

子
又
は
孫
が
幼
年
で
、

他
に
こ
れ
を
保
護
す
る
親
族
が
な
い
と
き
、
８

そ
の
他
重
大
な
事

由
が
あ
る
と
き
」。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
の
実
務
で
は
死
期
が

迫
っ
て
い
る
受
刑
者
に
お
い
て
、
引
受
先
が
あ
る
場
合
に
、

塀
の

外
で
死
を
迎
え
る
」
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
治
療
を
理
由
と
す
る
刑
の
執

行
停
止
と
類
似
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

日
本
で
は
、
近
時
高
齢
受
刑
者
が
増
加
し
て
お
り
、
現
場
に
お
い

て
は
同
制
度
の
運
用
の
あ
り
方
が
ま
す
ま
す
重
要
な
問
題
と
な
っ
て

き
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
矯
正
統
計
年
報
に

よ
れ
ば
、
平
成
二
七
年
の
裁
量
的
執
行
停
止
の
件
数
は
二
五
件
で
あ

る
。
刑
務
所
内
で
死
亡
し
て
い
る
受
刑
者
数
が
二
五
八
人
で
あ
る
点

に
鑑
み
れ
ば
、
自
由
刑
の
裁
量
的
執
行
停
止
は
き
わ
め
て
消
極
的
な
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運
用
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
運

用
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
背
景
と
し
て
、
釈
放
後
の
「
引
受
先
」
の
確

保
が
困
難
で
あ
る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る３

）。
ま
た
、
訳
者
は
、
各
地

の
刑
務
所
参
観
を
通
し
て
、
そ
も
そ
も
こ
の
制
度
が
十
分
に
刑
務
所

職
員
、
検
察
官
、
保
護
観
察
官
な
ど
の
実
務
家
、
当
事
者
、
そ
の
家

族
に
十
分
に
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
申
請
す
ら
き
わ
め
て
少
な
い
状
況

で
あ
る
、
と
い
う
印
象
を
受
け
た
。
そ
こ
で
、
い
か
に
同
制
度
及
び

そ
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
刑
の
執
行
停
止
を
申
請
す
る
側
、
許
可
す
る

検
察
官
、
そ
し
て
引
受
先
と
な
る
病
院
及
び
福
祉
施
設
に
対
し
て
啓

発
を
行
う
の
か
、
と
い
っ
た
点
が
実
質
的
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
本
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
紹
介
を
通
じ
て
、
啓
発

活
動
の
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

次
い
で
、

司
法
と
福
祉
の
協
働
」
は
、
近
時
の
刑
事
政
策
、
と

り
わ
け
「
高
齢
犯
罪
者
処
遇
・
障
が
い
を
有
す
る
犯
罪
者
処
遇
」
の

ス
ロ
ー
ガ
ン
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
柱
と
し
て
刑
務
所

出
所
者
へ
の
支
援
を
確
保
す
る
た
め
の
試
み
が
展
開
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

そ
の
試
み
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
刑
務
所
配
属
の
社
会
福
祉
士
、
保
護

観
察
所
、
そ
し
て
地
域
生
活
定
着
支
援
セ
ン
タ
ー
を
中
心
と
し
た
社

会
の
諸
資
源
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
が
あ
る
。
こ
の
日
本
に
お

け
る
動
き
と
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
本
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
作
成
、
及
び
、

そ
れ
に
よ
る
啓
発
活
動
を
比
較
す
る
と
、
働
き
か
け
の
主
体
と
客
体

が
逆
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
即
ち
、
日
本
で
は
出
所
者
の
環
境
調

整
を
す
る
側
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
作
り
の
主
体
と
な
り
、
諸
資
源
に
働

き
か
け
を
行
う
の
に
対
し
、
本
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
用
い
た
啓
発
活
動

で
は
、
社
会
資
源
の
側
か
ら
早
期
釈
放
制
度
の
運
用
に
つ
い
て
積
極

的
に
働
き
か
け
を
行
っ
て
い
る
。
社
会
資
源
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
主
体

的
な
犯
罪
者
処
遇
へ
の
参
加
の
形
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
の
段
階

よ
り
も
先
の
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
出
所
者

を
地
域
で
受
け
止
め
、
彼
ら
の
社
会
参
加
（in

sertio
n
 
so
cia
le

）

を
促
進
す
る
た
め
に
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
視
点
を
紹
介
し
、
自
由
刑
の
裁
量
的
執
行
停
止
の

運
用
の
あ
り
方
、
及
び
、

司
法
と
福
祉
の
協
働
」
の
発
展
形
に
つ

い
て
の
議
論
の
契
機
を
提
供
す
べ
く
、
以
下
、

H
eb
erg

em
en
t et

 
a
cco

m
p
a
g
n
em
en
t
 
d
e
 
p
erso

n
n
es
 
en
 
a
m
en
a
g
em
en
t
 
d
e

 
p
ein
e p

o
u
r ra

iso
n
s m

ed
ica
les

」
を
翻
訳
し
て
紹
介
す
る
。
な

お
、
翻
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
井
上
宜
裕
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研

究
院
教
授
）、
及
び
、
安
田
恵
美
（
國
學
院
大
學
法
学
部
専
任
講
師
）

が
分
担
し
て
行
い
、
フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法
研
究
会
で
逐
語
的
に
再
検

討
し
つ
つ
、
全
体
の
訳
語
や
表
現
の
統
一
を
図
っ
た
。（

安
田
恵
美
）

治療を理由とした刑の修正を受ける人々の居場所と援助（フランス刑事立法研究会 訳）
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治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
修
正
を
受
け
る
人
々

の
居
場
所
と
援
助

目
次

当
団
体
の
紹
介

治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
修
正
措
置

治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止

治
療
を
理
由
と
し
た
仮
釈
放

刑
の
修
正
の
対
象
者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
収
容
組
織
の
諸
類
型

要
介
護
高
齢
者
宿
泊
施
設
（E

H
P
A
D

）

小
規
模
生
活
ユ
ニ
ッ
ト
（P

U
V

）

治
療
連
携
型
ア
パ
ル
ト
マ
ン
（A
C
T

）

特
別
受
け
入
れ
ホ
ー
ム
（M
A
S

）

医
療
受
け
入
れ
ホ
ー
ム
（F

A
M

）

コ
ン
タ
ク
ト
及
び
手
続

治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
修
正
の
枠
組
に
お
け
る
受
け
入
れ
申
請
の
た

め
の
連
絡
カ
ー
ド

出
所
準
備

略
号

用
語
集

メ
モ

当
団
体
の
紹
介

刑
の
執
行
停
止
に
関
し
て
検
討
し
活
動
す
る
拠
点
が
、
刑
務
所
及

び
╱
ま
た
は
医
療
問
題
に
介
入
す
る
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
他
、
多
く

の
自
立
し
た
市
民
、
被
拘
禁
者
の
家
族
、
社
会
福
祉
関
係
者
、
弁
護

士
、
医
師
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
な
ど
の
主
導
に
よ
っ
て
、
二
〇
〇
二

年
一
一
月
に
誕
生
し
た
。
こ
の
活
動
拠
点
の
目
的
は
、
治
療
を
理
由

と
し
た
刑
の
執
行
停
止
を
導
入
し
た
二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
の
法
律

が
な
ぜ
限
定
的
か
つ
不
平
等
に
適
用
さ
れ
て
い
た
の
か
を
理
解
す
る

た
め
に
、
社
会
復
帰
・
保
護
観
察
官
、
医
師
及
び
刑
罰
適
用
裁
判
官

と
い
っ
た
専
門
家
の
傍
ら
に
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
を
結
集
さ
せ
る
こ

と
で
あ
っ
た
。

治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
修
正
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
被
拘
禁
者

の
治
療
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
、
し
か
る
べ
き
条
件
の
下
、
ケ
ア
を

受
け
ま
た
は
自
ら
の
生
命
を
終
え
る
権
利
を
保
障
す
る
た
め
、
そ
の

正
し
い
適
用
が
不
可
欠
で
あ
る
措
置
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
の
活
動

拠
点
が
、
ま
ず
第
一
に
任
務
と
し
た
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
関
与
者
に

対
し
て
こ
の
法
律
を
十
分
に
認
識
さ
せ
、
そ
の
適
用
を
促
進
す
る
た

資 料
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め
の
戦
闘
的
活
動
で
あ
っ
た
。

こ
の
措
置
の
展
開
に
対
す
る
最
も
大
き
な
障
害
の
要
素
の
一
つ
が

疾
病
に
罹
患
し
ま
た
は
死
期
の
迫
っ
た
被
拘
禁
者
を
受
け
入
れ
る
た

め
の
収
容
能
力
の
欠
如
で
あ
る
こ
と
は
経
験
が
物
語
っ
て
い
た
。
こ

の
活
動
拠
点
に
属
す
る
い
く
つ
か
の
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
、
即
ち
、

A
R
A
P
E
J
 
Ile

 
d
e
 
F
ra
n
ce

、A
u
ro
re

、L
a
 
C
ro
ix
-R
o
u
g
e

 
F
ra
n
ça
ise

、L
es p

etits freres d
es P

a
u
v
res

、L
e S

eco
u
rs

 
C
a
th
o
liq
u
e

、A
sso

cia
tio
n d

es C
ites D

u S
eco

u
rs C

a
th
o
li-

q
u
e

（C
ite

M
y
ria
m

、C
ite

L
e
 
V
illa

g
e

、C
ite

L
e
 
R
o
sier

 
R
o
u
g
e

）
も
ま
た
、
宿
泊
を
提
供
し
う
る
も
の
で
、
宿
泊
の
部
分
群

を
構
成
し
た
。

二
〇
〇
八
年
一
一
月
以
来
、

治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
修
正
を

受
け
る
人
々
の
居
場
所
と
援
助
」
と
い
う
こ
の
団
体
が
二
ヵ
月
ご
と

に
会
合
を
開
い
て
い
る
。
そ
の
後
、B

a
silia

d
e

と
い
う
ア
ソ
シ
ア

シ
オ
ン
が
こ
の
団
体
に
加
わ
っ
た
。

本
団
体
は
、
以
下
の
目
標
を
決
定
し
た
。

１

治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
修
正
を
受
け
う
る
者
の
受
け
入
れ
の

提
案
を
促
進
・
発
展
さ
せ
る
こ
と
。

２

行
刑
機
関
及
び
医
療
職
員
と
効
果
的
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を

構
築
す
る
こ
と
。

３

関
係
す
る
受
け
入
れ
施
設
の
（
有
給
ま
た
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
）
グ
ル
ー
プ
に
関
心
を
も
た
せ
、
こ
れ
を
形
成
し
て
い
く
活
動

を
作
り
出
す
こ
と
。

４

拘
禁
に
介
入
す
る
者
に
よ
る
情
報
収
集
を
容
易
に
す
る
こ
と
。

本
団
体
は
、
受
け
入
れ
施
設
を
紹
介
す
る
本
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
提

供
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
、
被
拘
禁
者
に
関
わ
り
、
刑
の
修
正
の

申
請
を
支
援
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
交
渉
相
手
と
の
連
絡
を
容
易
に
す
る

た
め
、
一
括
化
さ
れ
た
連
絡
先
が
示
さ
れ
て
い
る
。

か
く
し
て
、
あ
な
た
は
、
こ
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
中
に
、
我
々
の

ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
施
設
の
紹
介
を
見
い
だ
す

で
あ
ろ
う
。
こ
の
紹
介
は
、
治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
修
正
措
置
の

実
施
に
介
入
し
う
る
全
て
の
専
門
家
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

各
施
設
が
、
外
部
か
ら
の
介
入
者
と
協
働
し
つ
つ
、
個
別
化
さ
れ
ま

た
は
適
応
し
う
る
さ
ま
ざ
ま
な
給
付
（
継
続
自
宅
治
療
、
居
宅
介
護

サ
ー
ビ
ス
な
ど
）
を
提
供
し
て
い
る
点
に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
修
正
措
置

病
者
に
対
す
る
拘
禁
の
継
続
は
、
非
人
道
的
か
つ
品
位
を
傷
つ
け

る
取
扱
い
に
あ
た
り
う
る
こ
と
か
ら
、
刑
の
修
正
が
設
け
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
制
度
に
よ
り
、
ふ
さ
わ
し
い
環
境
で
適
切
な
ケ
ア
を
受
け

る
た
め
に
、
ま
た
は
、
必
要
な
場
合
に
は
、
社
会
で
死
を
迎
え
る
た
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め
に
、
被
拘
禁
者
に
対
し
て
刑
務
所
を
出
所
す
る
こ
と
が
許
可
さ
れ

る
。
共
和
国
大
統
領
に
よ
る
恩
赦
の
可
能
性
に
加
え
て
、
被
拘
禁
者

は
、
治
療
を
理
由
と
し
て
、
半
自
由
、
非
刑
事
施
設
へ
の
委
託
、
電

子
監
視
、
仮
釈
放
、
ま
た
は
、
治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止

の
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
後
二
者
に
つ
い
て
は
以
下

で
示
す
。

治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止

▼
何
が
問
題
な
の
か

治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
は
、
病
者
の
権
利
及
び
保
健

衛
生
制
度
の
質
に
関
す
る
二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
の
法
律
第
二
〇
〇

二

三
〇
三
号
、
い
わ
ゆ
る
ク
シ
ュ
ネ
ル
法
（lo

i K
o
u
ch
n
er

）
に

よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
以
下
の
要
件
に
お
い
て
、
受
刑

者
の
早
期
釈
放
を
可
能
と
す
る
刑
の
修
正
措
置
の
一
つ
で
あ
る
。

■
対
象
者
が
「
生
命
に
危
険
を
及
ぼ
す
疾
病
」
に
罹
患
し
て
い
る
こ

と
、

■
対
象
者
が
「
拘
禁
の
維
持
と
永
続
的
に
相
容
れ
な
い
健
康
状
態
」

を
示
し
て
い
る
こ
と
。

治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
が
認
め
ら
れ
る
と
受
刑
者
は

釈
放
さ
れ
る
が
、
そ
の
期
間
は
不
定
期
で
あ
る
。
但
し
、
対
象
者
に

は
法
律
上
の
遵
守
事
項
が
課
さ
れ
、
遵
守
事
項
違
反
は
再
拘
禁
の
理

由
の
一
つ
と
な
り
う
る
。
同
様
に
、
医
学
鑑
定
に
よ
っ
て
、
対
象
者

の
健
康
状
態
の
改
善
、
及
び
、
拘
禁
と
相
容
れ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ

た
場
合
に
は
、
再
拘
禁
が
宣
告
さ
れ
う
る
。

▼
誰
が
こ
の
措
置
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か

治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
は
、
宣
告
さ
れ
た
刑
罰
の
種

類
及
び
期
間
に
関
係
な
く
、
二
つ
の
基
準
（
生
命
に
危
険
が
及
ん
で

い
る
こ
と
、
拘
禁
の
維
持
と
永
続
的
に
相
容
れ
な
い
健
康
状
態
）
の

内
の
一
つ
を
満
た
す
全
て
の
者
に
対
し
て
認
め
ら
れ
う
る
。
ま
た
、

同
措
置
は
、
刑
罰
が
修
正
さ
れ
え
な
い
、
保
安
期
間
中
も
宣
告
さ
れ

う
る
。

二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
の
法
律
の
真
の
特
徴
は
、
次
の
点
に
あ
る
。

即
ち
、
健
康
状
態
が
唯
一
の
決
定
的
要
件
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る

（
他
方
、
刑
の
修
正
が
な
さ
れ
る
か
否
か
は
、
通
常
、
執
行
さ
れ
た

刑
期
、
及
び
、
社
会
復
帰
の
証
に
よ
る
）。

但
し
、
以
下
の
者
は
、
こ
の
措
置
の
恩
恵
の
対
象
外
と
な
る
。

■
被
告
人
、
即
ち
、
判
決
を
待
つ
人
々

■
精
神
障
が
い
を
理
由
に
収
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
被
拘
禁
者

し
か
し
な
が
ら
、
累
犯
処
遇
に
関
す
る
二
〇
〇
五
年
一
二
月
一
二

日
の
法
律
は
、
刑
の
執
行
停
止
の
許
可
要
件
に
制
限
を
設
け
た
。
即

ち
、

再
犯
の
重
大
な
リ
ス
ク
が
存
在
す
る
」
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

（法政研究83-４- ）210 946
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こ
の
措
置
を
不
許
可
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

▼
許
可
要
件

■
執
行
停
止
が
命
じ
ら
れ
う
る
の
は
、
二
つ
の
独
立
し
た
医
学
的
診

断
が
一
致
し
て
、
受
刑
者
が
上
述
の
状
況
の
内
の
い
ず
れ
か
に
あ

る
こ
と
を
証
明
す
る
場
合
、
ま
た
は
、
生
命
に
関
す
る
予
後
の
判

断
が
行
わ
れ
る
際
に
、
被
拘
禁
者
を
診
断
す
る
医
師
の
診
断
書
に

基
づ
く
場
合
の
み
で
あ
る
。

■
他
方
で
、
治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
を
申
請
す
る
者
は
、

帰
住
先
に
つ
い
て
出
所
後
の
計
画
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
の
許
可
要
件
は
比
較
的
厳
格

で
あ
る
た
め
、
仮
釈
放
申
請
が
可
能
な
期
間
に
あ
る
受
刑
者
は
、

外
部
で
治
療
を
受
け
る
必
要
性
を
援
用
し
て
、
仮
釈
放
手
続
を
優

先
す
る
方
が
得
策
で
あ
る
。
加
え
て
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
四

日
の
法
律
の
施
行
以
来
、
七
〇
歳
以
上
の
高
齢
受
刑
者
は
刑
の
執

行
期
間
に
か
か
わ
ら
ず
仮
釈
放
申
請
が
可
能
で
あ
る
以
上
、
よ
り

い
っ
そ
う
仮
釈
放
を
優
先
さ
せ
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

▼
決
定
機
関

■
受
刑
者
の
状
況
に
よ
り
、
治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
措

置
の
許
可
決
定
は
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
（JA

P

）、
ま
た
は
、
刑

罰
適
用
裁
判
所
（T

A
P

）
が
行
う
。

■
治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
に
浴
す
る
受
刑
者
は
、
刑
の

修
正
に
対
す
る
遵
守
事
項
の
範
囲
内
で
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
及
び

社
会
復
帰
・
保
護
観
察
官
に
よ
る
統
制
措
置
の
対
象
と
さ
れ
る
。

■
執
行
停
止
の
間
、
受
刑
者
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
宣
告
さ
れ
た
義

務
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
受
刑
者
が
こ
れ
ら
の
遵
守
事

項
に
違
反
し
た
場
合
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
は
、
受
刑
者
を
自
身
の

面
前
に
引
致
す
る
た
め
勾
引
令
状
を
発
し
、
受
刑
者
が
逃
走
す
る

か
ま
た
は
外
国
に
い
る
場
合
に
は
逮
捕
令
状
を
発
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

治
療
を
理
由
と
し
た
仮
釈
放

▼
何
が
問
題
な
の
か

仮
釈
放
は
、
観
察
期
間
中
、
一
定
の
義
務
の
遵
守
を
条
件
と
し
て
、

禁
錮
刑
ま
た
は
懲
役
刑
の
満
了
日
よ
り
も
前
に
受
刑
者
を
釈
放
す
る

制
度
で
あ
る
。
事
故
な
く
、
こ
の
観
察
期
間
が
終
了
し
た
場
合
、
受

刑
者
は
、
刑
の
執
行
の
全
て
を
受
け
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。

外
部
で
治
療
を
受
け
る
必
要
性
は
、
こ
の
申
請
を
可
能
に
す
る
た

め
に
援
用
さ
れ
う
る
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。
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▼
誰
が
こ
の
措
置
の
恩
恵
を
受
け
う
る
の
か

仮
釈
放
措
置
の
許
可
は
、
原
則
と
し
て
、
既
に
執
行
さ
れ
た
刑
期

に
よ
る
。
か
く
し
て
、
受
刑
者
が
仮
釈
放
措
置
を
主
張
し
う
る
の
は
、

少
な
く
と
も
、
刑
期
の
半
分
が
拘
禁
ま
た
は
収
監
状
態
で
執
行
さ
れ

た
場
合
の
み
で
あ
る
。
法
律
上
の
累
犯
者
の
場
合
、
こ
の
期
間
は
、

刑
期
の
三
分
の
二
と
な
る
。

但
し
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
四
日
の
行
刑
法
以
来
、
七
〇
歳
以

上
の
高
齢
受
刑
者
に
対
し
て
は
こ
の
期
間
は
も
は
や
要
求
さ
れ
な
い
。

そ
れ
以
降
、
実
際
の
収
容
期
間
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
高
齢
受

刑
者
は
、
社
会
復
帰
、
再
社
会
復
帰
が
保
証
さ
れ
、
か
つ
、

再
犯

の
重
大
な
リ
ス
ク
」
ま
た
は
「
公
の
秩
序
を
大
き
く
混
乱
さ
せ
る
リ

ス
ク
」
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
仮
釈
放
が
許
可
さ
れ
う
る
。

▼
許
可
要
件

結
局
、
こ
の
措
置
は
、
執
行
さ
れ
る
刑
期
に
関
す
る
上
述
の
要
件

は
あ
る
も
の
の
、

社
会
再
適
応
の
た
め
の
真
摯
な
努
力
」
を
示
す

あ
ら
ゆ
る
受
刑
者
に
許
可
さ
れ
う
る
。

社
会
再
適
応
の
た
め
の
真
摯
な
努
力
」
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
要

件
は
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
四
日
の
法
律
に
よ
っ
て
拡
充
さ
れ
た
。

同
法
律
施
行
以
降
、
職
業
活
動
の
実
施
、
職
業
訓
練
へ
の
参
加
、
被

害
者
へ
の
賠
償
の
努
力
、
家
族
生
活
の
主
要
部
分
の
共
同
、
ま
た
は
、

治
療
を
受
け
る
必
要
性
に
関
す
る
基
準
に
加
え
て
、

社
会
復
帰
ま

た
は
再
社
会
復
帰
の
た
め
の
真
摯
な
そ
の
他
の
計
画
に
携
わ
る
こ

と
」
を
証
明
す
る
受
刑
者
も
同
様
に
、
仮
釈
放
措
置
を
主
張
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
一
般
的
な
要
件
の
他
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
ま
た
は
刑
罰

適
用
裁
判
所
は
同
様
に
、
観
察
の
た
め
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
で
、

受
刑
者
に
よ
る
半
自
由
、
非
刑
事
施
設
へ
の
委
託
ま
た
は
電
子
監
視

の
実
行
を
仮
釈
放
の
条
件
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
刑
事
訴
訟
法
典

第
七
二
三

一
条
及
び
第
七
二
三

七
条
）。

社
会
内
司
法
監
督
が
課
さ
れ
る
重
罪
ま
た
は
軽
罪
に
つ
い
て
有
罪

宣
告
を
受
け
た
者
は
、
医
師
に
よ
っ
て
推
奨
さ
れ
、
刑
罰
適
用
裁
判

官
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
治
療
の
受
診
を
拘
禁
中
ま
た
は
出
所
時
に

拒
否
す
る
場
合
、
仮
釈
放
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

無
期
懲
役
刑
を
宣
告
さ
れ
た
者
が
こ
の
措
置
の
恩
恵
に
浴
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
、
危
険
性
の
学
際
的
評
価
及
び
医
学
鑑
定
の
後
に

下
さ
れ
た
、
保
安
処
分
学
際
的
委
員
会
の
意
見
の
後
で
の
み
で
あ
る
。

▼
手
続

刑
罰
適
用
裁
判
官
は
、
宣
告
さ
れ
る
一
つ
ま
た
は
複
数
の
有
罪
判

決
が
一
〇
年
以
下
の
拘
禁
刑
の
場
合
に
仮
釈
放
を
認
め
る
権
限
を
有

す
る
。
刑
罰
適
用
裁
判
官
は
、
宣
告
さ
れ
る
刑
罰
が
い
か
な
る
も
の

（法政研究83-４- ）212 948
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で
あ
ろ
う
と
、
拘
禁
刑
の
残
刑
期
間
が
三
年
以
下
の
場
合
に
も
同
様

に
介
入
す
る
。

刑
罰
適
用
裁
判
所
は
、
一
〇
年
を
超
え
る
拘
禁
刑
で
有
罪
を
宣
告

さ
れ
た
者
、
ま
た
は
、
拘
禁
刑
の
残
刑
期
間
が
三
年
を
超
え
る
者
に

つ
い
て
権
限
を
有
す
る
。
未
成
年
者
に
つ
い
て
は
、
少
年
係
裁
判
官

及
び
少
年
裁
判
所
が
そ
れ
ぞ
れ
刑
罰
適
用
裁
判
官
及
び
刑
罰
適
用
裁

判
所
の
権
限
を
行
使
す
る
。

こ
れ
ら
の
裁
判
機
関
は
、
被
有
罪
宣
告
者
も
し
く
は
検
察
官
の
請

求
に
基
づ
い
て
、
ま
た
は
、
当
事
者
の
属
す
る
管
轄
内
の
刑
罰
適
用

裁
判
官
の
主
導
に
よ
っ
て
係
属
さ
れ
る
。
係
属
さ
れ
た
裁
判
機
関
は
、

行
刑
機
関
の
代
表
者
（
施
設
長
、
社
会
復
帰
・
保
護
観
察
局
の
責
任

者
な
ど
）
の
意
見
も
聴
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

下
さ
れ
る
決
定
は
、
理
由
が
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
検
察
、

及
び
、
被
有
罪
宣
告
者
ま
た
は
そ
の
弁
護
人
の
同
意
の
下
、
刑
罰
適

用
裁
判
官
が
対
審
に
よ
ら
ず
に
こ
の
措
置
の
付
与
を
決
定
す
る
場
合

を
除
き
、
対
審
手
続
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
仮
釈
放
の
決
定
は
、
対
象
者
の
「
出
頭

ま
た
は

（
マ
マ
）

再
社
会
化
の
保
証
」
即
ち
、
対
象
者
が
得
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
収
入
の
種
類
及
び
金
額
の
他
、
と
り
わ
け
対
象
者
の
居
所

も
し
く
は
住
所
に
つ
い
て
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と

が
意
味
す
る
の
は
、
治
療
を
理
由
と
し
た
仮
釈
放
の
申
請
も
含
め
て
、

仮
釈
放
の
申
立
て
の
際
、
対
象
者
が
こ
れ
ら
の
要
素
を
裁
判
所
の
認

識
す
る
と
こ
ろ
に
導
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宿
泊
の
提
供
を
受

け
る
こ
と
、
及
び
、
裁
判
官
が
そ
れ
に
言
及
す
る
こ
と
は
、
こ
の
場

合
に
基
礎
と
な
る
概
念
で
あ
る
。

刑
の
修
正
の
対
象
者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る

収
容
組
織
の
諸
類
型

要
介
護
高
齢
者
宿
泊
施
設
（É

ta
b
lissem

ent
 
d
’heb

ergem
ent

 
p
o
ur p

erso
nnes a

gees d
ep
end

a
ntes:

E
H
P
A
D

）

▼
概
説

要
介
護
高
齢
者
宿
泊
施
設
（E

H
P
A
D

）
は
、
県
及
び
国
と
複
数

年
に
わ
た
る
以
下
の
取
り
決
め
を
行
っ
た
。

三
つ
の
柱：

■
こ
の
施
設
と
県
会
及
び
県
知
事
（
以
後
、
地
域
保
健
機
構

（A
R
S

）
が
こ
れ
に
代
わ
る
）
と
の
三
部
か
ら
な
る
協
約
締
結；

こ
の
取
り
決
め
は
主
と
し
て
次
の
こ
と
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い：

■
施
設
の
運
用
条
件
を
定
義
す
る
こ
と：

・
資
金
面
に
関
し
て
、

・
対
象
者
の
ケ
ア
及
び
施
さ
れ
る
治
療
の
質
に
比
し
て
。

■
施
設
の
運
営
目
的
及
び
そ
の
運
営
態
様
を
定
義
す
る
こ
と
。

（83-４- ）949 213
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■E
H
P
A
D

の
三
要
素
か
ら
な
る
財
政
措
置
（
治
療
、
宿
泊
、
及

び
、
特
に
介
護
に
関
す
る
費
用
を
区
別
す
る
）；

■
最
後
に
、
治
療
に
関
し
て
、E

H
P
A
D

が
選
択
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
二
つ
の
料
金
オ
プ
シ
ョ
ン
の
創
設：

第
一
に
、
部
分
的
料

金
オ
プ
シ
ョ
ン
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
施
設
は
、
支
出
の
限
ら
れ
た

範
囲
｜
し
か
し
半
額
を
下
回
ら
な
い
範
囲
｜
を
カ
バ
ー
す
る
補
助

金
を
受
け
、
外
部
診
療
の
そ
の
余
の
部
分
は
、
健
康
保
険
に
よ
っ

て
、
居
住
者
に
直
接
支
払
わ
れ
る；

第
二
に
、
包
括
的
料
金
オ
プ

シ
ョ
ン
は
、
治
療
費
の
よ
り
広
い
領
域
｜
し
か
し
、
網
羅
的
で
は

な
い
領
域
｜
を
カ
バ
ー
す
る
補
助
金
をE

H
P
A
D

に
支
給
し
、

補
助
金
か
ら
除
外
さ
れ
る
治
療
項
目
に
つ
い
て
は
通
常
通
り
個
別

に
払
い
戻
し
が
な
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
オ
プ
シ
ョ
ン
は
、

従
っ
て
、E

H
P
A
D

に
お
け
る
治
療
費
用
の
内
部
化
の
程
度
に

よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
医

薬
品
は
、
次
の
異
な
る
基
準
に
従
い
、E

H
P
A
D

に
よ
っ
て
負

担
さ
れ
る：

部
内
用
の
薬
局
の
存
在
。

L
a
 
C
ro
ix
-ro
u
g
e fra

n
ça
ise

のE
H
P
A
D

の
大
部
分
は
、
治

療
予
算
に
つ
き
、
部
分
的
料
金
オ
プ
シ
ョ
ン
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
。

▼E
H
P
A
D

に
収
容
さ
れ
る
高
齢
者
の
主
な
受
け
入
れ
基
準

日
常
生
活
上
の
活
動
の
援
助
を
必
要
と
す
る
精
神
的
ま
た
は
心
理

的
依
存
で
、
そ
の
膠
着
し
た
疾
患
が
古
典
的
な
医
学
的
及
び
看
護
的

観
察
を
要
請
す
る
も
の
。
但
し
、E

H
P
A
D

が
対
応
で
き
な
い
技

術
的
治
療
を
必
要
と
す
る
疾
患
を
除
く
（
即
ち
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
、

難
し
い
技
術
的
治
療
を
要
し
な
い
疾
患
に
限
ら
れ
る
）。

被
収
容
者
は
、

例
外
を
除
い
て
）
六
〇
歳
以
上
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

E
H
P
A
D

の
調
整
医
（m

ed
ecin co

o
rd
o
n
n
a
teu

r

）
は
、
と
り

わ
け
、
施
設
の
受
け
入
れ
条
件
に
留
意
し
つ
つ
、
対
象
者
の
受
け
入

れ
に
つ
い
て
の
意
見
を
述
べ
る
。
な
お
、
こ
の
受
け
入
れ
条
件
は
、

受
け
入
れ
候
補
高
齢
者
の
人
的
特
性
及
び
疾
患
と
適
合
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
受
け
入
れ
以
前
に
ま
ず
、
受
け
入
れ
申
請
書
類
に

必
要
事
項
が
記
入
さ
れ
る
。
二
〇
一
二
年
四
月
一
三
日
の
ア
レ
テ
は
、

社
会
活
動
及
び
家
族
法
典
第
Ｄ
三
一
二

一
五
五

一
条
に
規
定
さ
れ

る
要
介
護
高
齢
者
宿
泊
施
設
へ
の
受
け
入
れ
申
請
型
書
類
の
ひ
な
型

を
定
め
る
。

▼
滞
在
期
間

高
齢
者
は
、
不
定
期
で
収
容
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
、
当
該
施
設
の

収
容
能
力
に
応
じ
て
、
一
時
的
も
し
く
は
場
合
に
よ
っ
て
は
昼
間
の

受
け
入
れ
が
行
わ
れ
る
。

（法政研究83-４- ）214 950
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▼
ス
タ
ッ
フ

E
H
P
A
D

の
大
部
分
は
、
も
っ
ぱ
ら
次
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ス

タ
ッ
フ
を
含
ん
で
い
る：

調
整
医
、
診
療
補
助
部
門
の
ス
タ
ッ
フ

（
健
康
管
理
者
（ca

d
re d

e sa
n
te

）、
国
家
資
格
を
有
す
る
看
護
師

（ID
E

）、
資
格
を
有
す
る
介
護
士
（A

id
es-so

ig
n
a
n
ts d

ip
lo
m
es

）、

及
び
、
医
療
心
理
介
護
士
（A

id
es m

ed
ico
-p
sy
ch
o
lo
g
iq
u
es

））、

生
活
補
助
者
（A

u
x
ilia

ires d
e v

ie

）、
並
び
に
、
サ
ー
ビ
ス
ス

タ
ッ
フ
（A

g
en
ts d

e serv
ice

）。
こ
れ
ら
の
施
設
は
、
同
様
に
、

心
理
学
者
（p

sy
ch
o
lo
g
u
e

）、
さ
ら
に
は
、
作
業
療
法
士
（er-

g
o
th
e
r
a
p
e
u
te

）
ま

た

は

精

神

運

動

訓

練

者
（p

s
y
c
h
o
-

m
o
tricien

）
も
伴
い
う
る
。

▼
資
金
調
達
の
形
態

E
H
P
A
D

の
予
算
は
、
三
つ
の
部
分
に
分
か
れ
る
（
社
会
活
動

及
び
家
族
法
典
第
Ｌ
三
一
四

二
条
）：

■
「
治
療
」
の
部
分
は
、
健
康
保
険
制
度
の
負
担
で
あ
る
。
そ
の
補

助
金
は
、
二
〇
〇
九
年
二
月
二
六
日
の
ア
レ
テ
で
定
め
ら
れ
た

「
早
見
表
及
び
計
算
式
」
に
基
づ
い
て
、A

R
S

の
局
長
に
よ
り
決

定
さ
れ
る
。

■
「
介
護
」
の
部
分
は
、
県
会
の
負
担
で
あ
る
。
そ
の
補
助
金
は
、

県
会
の
議
長
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る；

こ
の
補
助
金
が
カ
バ
ー
す

る
の
は
、

生
活
に
不
可
欠
の
活
動
を
行
う
の
に
必
要
で
は
あ
る

が
、
当
該
高
齢
者
が
受
け
う
る
治
療
と
は
結
び
つ
か
な
い
、
扶
助

及
び
観
察
の
給
付
全
体
」
で
あ
る
（
社
会
活
動
及
び
家
族
法
典
第

Ｒ
三
一
四

一
六
〇
条
）；

■
「
宿
泊
」
の
部
分
は
、
居
住
者
の
負
担
で
あ
る
。

小
規
模
生
活
ユ
ニ
ッ
ト
（P

etite unite
d
e vie:

P
U
V

）

▼
概
説

小
規
模
生
活
ユ
ニ
ッ
ト
（P

U
V

）
は
、
健
康
な
高
齢
者
ま
た
は

自
立
性
を
失
っ
た
高
齢
者
を
少
人
数
（
最
大
二
四
名
）、
共
同
の
生

活
場
所
の
周
り
に
統
合
さ
れ
た
占
有
の
住
居
に
受
け
入
れ
る
。

そ
の
特
徴
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る：

■
居
住
者
に
「
我
が
家
の
よ
う
な
（co

m
m
e ch

ez m
o
i

）」
生
活

態
様
を
保
障
す
る
運
用
。
そ
の
要
点
は
、
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス

の
自
由
な
利
用
に
よ
っ
て
居
住
者
の
自
立
を
促
進
す
る
こ
と
で
あ

る
。

■
日
常
生
活
上
の
援
助
の
必
要
、
並
び
に
、
各
居
住
者
の
医
療
的
ケ

ア
及
び
治
療
に
対
応
す
る
た
め
、
外
部
の
さ
ま
ざ
ま
な
機
関
及
び

パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
個
別
の
連
携
。

■
可
能
な
範
囲
で
居
住
者
の
日
常
活
動
へ
の
参
加
を
促
す
こ
と
に
よ

る
自
立
性
の
保
持
。

（83-４- ）951 215

治療を理由とした刑の修正を受ける人々の居場所と援助（フランス刑事立法研究会 訳）



■
常
駐
ス
タ
ッ
フ
の
存
在
に
よ
っ
て
二
四
時
間
保
障
さ
れ
る
居
住
者

及
び
住
居
の
安
心
の
付
与
。

■
個
人
的
間
柄
に
関
す
る
居
住
者
の
選
択
権
を
遵
守
し
つ
つ
、
施
設

の
生
活
に
お
い
て
居
住
者
の
家
族
及
び
近
親
者
に
場
所
を
確
保
す

る
こ
と
で
、
各
居
住
者
が
そ
の
家
族
及
び
近
親
者
と
関
係
を
保
つ

意
思
。

■
住
居
の
家
賃
は
個
別
住
宅
手
当
（A

id
e
 
P
erso

n
n
a
lisee

 
a
u

 
L
o
g
em
en
t:
A
P
L

）
の
対
象
で
あ
り
、
各
居
住
者
は
、
個
別
自

立
手
当
（A

llo
ca
tio
n
 
P
erso

n
n
a
lisee

 
a

l’A
u
to
n
o
m
ie:

A
P
A

）
も
取
得
す
る
。

▼
受
け
入
れ
基
準

自
立
性
の
弱
さ
を
呈
し
て
い
る
、
財
力
に
乏
し
く
、
社
会
的
に
疎

外
さ
れ
た
、
六
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
（
例
外
を
除
く
）。

▼
滞
在
期
間

対
象
者
は
、
不
定
期
で
収
容
さ
れ
る
。

治
療
連
携
型
ア
パ
ル
ト
マ
ン
（A

p
p
a
rtem

ents d
e co

o
rd
ina
tio
n

 
thera

p
eutiq

ue:
A
C
T

）

▼
定
義
╱
任
務

治
療
連
携
型
ア
パ
ル
ト
マ
ン
は
、
心
理
的
・
社
会
的
に
脆
弱
な
状

況
に
あ
り
、
治
療
及
び
医
学
的
観
察
を
必
要
と
す
る
者
を
宿
泊
さ
せ

る
施
設
で
あ
る
。

常
時
、
医
学
的
・
心
理
的
・
社
会
的
ケ
ア
を
最
適
化
す
る
よ
う
に

機
能
す
る
治
療
連
携
型
ア
パ
ル
ト
マ
ン
は
、
社
会
心
理
学
的
・
医
学

的
連
携
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
連
携
に
よ
っ
て
、
療
法
へ
の
順
応
、

治
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
社
会
的
権
利
の
行
使
（
成
人
身
障
者
手
当

（a
llo
ca
tio
n a

u
x a

d
u
ltes h

a
n
d
ica
p
es

）、
積
極
的
連
帯
所
得
手

当
（rev

en
u d

e so
lid
a
rite

a
ctiv

e

）
な
ど
）、
及
び
、
社
会
的
参

入
が
可
能
に
な
る
。

個
別
も
し
く
は
集
団
宿
泊
用
の
ア
パ
ル
ト
マ
ン
ま
た
は
戸
建
て
住

宅
が
、
治
療
場
所
の
近
く
に
設
置
さ
れ
、
十
分
に
街
と
同
化
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
ア
パ
ル
ト
マ
ン
ま
た
は
住
宅
は
、

ア
ク
セ
ス
が
容
易
で
、
病
者
ま
た
は
非
常
に
疲
れ
や
す
い
者
の
受
け

入
れ
に
適
合
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
（
エ
レ
ベ
ー
タ
、
治
療
場
所
や

交
通
機
関
の
近
く
な
ど
）。

治
療
連
携
型
ア
パ
ル
ト
マ
ン
の
組
織
及
び
規
模
は
、
個
人
的
か
つ

個
別
的
な
生
活
態
様
と
可
能
な
限
り
最
も
近
い
生
活
態
様
を
可
能
に

（法政研究83-４- ）216 952
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す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
外
来
サ
ー
ビ
ス
を
通
じ
て
外
部

に
開
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
ア
パ
ル
ト
マ
ン
は
、
可
能
な
限
り
、

社
会
参
加
を
促
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

▼
滞
在
期
間

一
時
的
な
宿
泊
が
対
象
と
な
る
。
但
し
、
滞
在
期
間
は
、
宿
泊
者

と
の
関
係
に
お
い
て
、
個
別
の
計
画
に
基
づ
き
当
該
組
織
に
よ
っ
て

決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

長
期
滞
在
が
望
ま
し
い
と
思
料
さ
れ
る
場
合
、
当
該
組
織
は
、
ケ

ア
が
突
然
終
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
を
抱
か
せ
な
い
よ
う

に
配
慮
し
つ
つ
、
被
収
容
者
と
達
成
す
べ
き
目
標
を
定
期
的
に
設
定

す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

特
別
受
け
入
れ
ホ
ー
ム
（M
a
iso
n d
’a
ccueil sp

ecia
lisee:

M
A
S

）

参
照
条
文：

社
会
活
動
及
び
家
族
法
典
第
Ｌ
三
一
一

一
条
、
第

Ｌ
三
一
二

一
条
、
第
Ｌ
三
四
四

一
条

▼
対
象
者
及
び
任
務

特
別
受
け
入
れ
ホ
ー
ム
は
、
以
下
の
点
で
苦
し
ん
で
い
る
成
人
を

受
け
入
れ
る
、
医
療
・
福
祉
的
施
設
で
あ
る：

■
重
大
な
運
動
性
ま
た
は
身
体
性
の
障
が
い；

■
重
度
の
知
的
障
が
い；

■
複
合
的
障
が
い
。

M
A
S

は
、
以
下
の
よ
う
な
障
が
い
の
あ
る
者
を
受
け
入
れ
る：

■
生
存
に
不
可
欠
の
行
為
を
ひ
と
り
で
す
る
こ
と
が
で
き
な
い；

■
か
つ
、
医
学
的
観
察
及
び
恒
常
的
で
は
あ
る
が
集
中
的
で
は
な
い

治
療
を
必
要
と
す
る
者
。

M
A
S

の
受
け
入
れ
形
態
は
、
基
本
的
に
寄
宿
制
で
あ
る
が
、
日

中
受
け
入
れ
や
一
時
的
受
け
入
れ
の
方
式
も
可
能
で
あ
る
。

M
A
S

で
の
宿
泊
は
、
多
く
の
場
合
、
医
療
教
育
機
関
（in

stitu
t

 
m
ed
ico
-ed
u
ca
tif:

IM
E

）
で
の
滞
在
に
引
き
続
き
行
わ
れ
、
対
象

年
齢
は
二
〇
歳
以
上
で
上
限
は
な
い
。

M
A
S

は
、
受
け
入
れ
た
者
に
対
し
て
恒
常
的
に
次
の
こ
と
を
保

障
す
る：

■
宿
泊
及
び
日
常
生
活
必
需
品
、
マ
ザ
リ
ン
グ
療
法
及
び
看
護
ケ
ア

を
含
む；

■
治
療
、
診
療
補
助
的
ケ
ア
（
運
動
療
法
（k

in
esith

era
p
ie

）、

作

業

療

法
（e

r
g
o
th
e
r
a
p
ie

）
、
精

神

運

動
（p

s
y
c
h
o
-

m
o
tricite

））；

■
日
常
生
活
の
援
助
及
び
被
収
容
者
の
介
護
状
態
に
よ
っ
て
必
要
と

さ
れ
る
扶
養；

■
特
に
知
識
を
保
持
し
向
上
さ
せ
、
対
象
者
の
退
行
を
防
止
す
る
た

め
に
行
わ
れ
る
社
会
生
活
活
動
、
と
り
わ
け
、
職
業
訓
練
活
動
及

（83-４- ）953 217
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び
活
性
化
活
動
。

▼
方
針

方
針
決
定
は
、
障
が
い
者
権
利
自
立
委
員
会
（co

m
m
issio

n
 

d
es d

ro
its et d

e l’a
u
to
n
o
m
ie d

es p
erso

n
n
es h

a
n
d
ica
p
ees:

C
D
A
P
H

）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

▼
ス
タ
ッ
フ

特
別
受
け
入
れ
ホ
ー
ム
は
、
医
療
ス
タ
ッ
フ
、
病
院
臨
床
医
、
診

療
補
助
部
門
ス
タ
ッ
フ
（
上
級
健
康
管
理
者
、
健
康
管
理
者
、ID

E

、

A
S

）、
及
び
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
ス
タ
ッ
フ
（A

S
H

）
を
含
む
。
こ

の
施
設
は
、
同
様
に
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
ス
タ
ッ
フ
（
作
業
療

法
士
、
精
神
運
動
訓
練
者
、
運
動
療
法
併
用
の
マ
ッ
サ
ー
ジ
師

（m
a
sseu

r-k
in
esith

era
p
eu
tes

））、
言
語
障
が
い
治
療
士
（o

rth
o
-

p
h
o
n
iste

）、
心
理
学
者
、
及
び
、
社
会
教
育
ス
タ
ッ
フ
（
医
療
心

理
介
護
士
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
（a

ssista
n
te so

cia
le

）、
社

会
復
帰
訓
練
士
（ed

u
ca
teu

r
 
sp
ecia

lise

）
、
教
育
指
導
員

（m
o
n
iteu

r-ed
u
ca
teu

r

））
を
伴
う
。

▼
資
金
調
達
の
形
態

滞
在
の
費
用
負
担
は
、
健
康
保
険
基
金
（ca

isses d
’a
ssu

ra
n
ce

 

m
a
la
d
ie

）
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
日
額
の
形
で
行
わ
れ
る
。
他
方
、

居
住
者
は
、
健
康
保
険
の
適
用
さ
れ
る
医
療
施
設
ま
た
は
医
療
・
福

祉
的
施
設
の
全
収
容
者
に
適
用
さ
れ
る
、
入
院
の
規
定
料
金
日
額
の

限
度
で
支
払
う
。

こ
の
規
定
料
金
の
支
払
い
は
、
医
療
扶
助
の
名
目
で
、
県
の
社
会

扶
助
に
よ
っ
て
、
全
額
ま
た
は
一
部
が
保
証
さ
れ
る
。

全
て
の
医
薬
品
は
、
施
設
収
容
の
理
由
と
な
っ
た
疾
患
に
関
す
る

も
の
に
限
り
、
当
該
施
設
の
日
額
に
お
い
て
負
担
さ
れ
る
。
途
中
で

起
こ
る
治
療
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
の
負
担
で
あ
る
。

医
療
受
け
入
れ
ホ
ー
ム
（F

o
yer d

’A
ccueil M

ed
ica
lise:

F
A
M

）

参
照
条
文：

社
会
活
動
及
び
家
族
法
典
第
Ｌ
三
一
一

一
条
、
第

Ｌ
三
一
二

一
条
、
第
Ｒ
三
一
四

一
〇
五
条
、
第
Ｒ
三
一
四

一
四

〇
条
以
下

▼
対
象
者
及
び
任
務

F
A
M

は
、
多
く
の
場
合
、
完
全
な
宿
泊
の
形
態
で
、
以
下
の
障

が
い
を
有
す
る
一
八
歳
以
上
の
成
人
を
受
け
入
れ
る：

■
完
全
ま
た
は
部
分
的
な
依
存
の
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
職
業
活
動
に
不

適
の
者；

■
生
存
に
不
可
欠
の
行
為
の
大
部
分
に
つ
き
第
三
者
の
援
助
が
必
要

で
、
恒
常
的
な
医
学
的
観
察
及
び
治
療
を
要
す
る
者
。
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当
該
居
住
者
は
、
特
別
受
け
入
れ
ホ
ー
ム
（M

A
S

）
に
収
容
さ

れ
る
者
よ
り
依
存
性
が
低
く
、
し
ば
し
ば
よ
り
若
年
で
あ
る
こ
と
が

あ
る
が
、
よ
り
多
く
の
医
療
及
び
看
護
ス
タ
ッ
フ
の
援
助
が
必
要
と

さ
れ
る
。

加
え
て
、
こ
の
ホ
ー
ム
は
、
精
神
科
病
院
で
の
積
極
的
治
療
は
も

は
や
必
要
な
い
が
、
日
常
生
活
の
行
為
を
す
る
た
め
に
単
に
医
学
的

観
察
及
び
指
導
を
要
す
る
よ
う
な
精
神
障
が
い
者
を
受
け
入
れ
る
。

▼
方
針

方
針
決
定
は
、
障
が
い
者
権
利
自
立
委
員
会
（C

D
A
P
H

）
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

▼
ス
タ
ッ
フ

医
療
受
け
入
れ
ホ
ー
ム
は
、
教
育
ス
タ
ッ
フ
（
社
会
復
帰
訓
練
士
、

A
M
P

）、
医
療
ス
タ
ッ
フ
（
医
師
、
精
神
科
医
、ID

E

）、
及
び
、

診
療
補
助
部
門
の
ス
タ
ッ
フ
（
作
業
療
法
士
、
運
動
療
法
士
、
心
理

学
者
、
精
神
運
動
訓
練
者
な
ど
）
を
含
む
。

▼
資
金
調
達
の
形
態

二
〇
〇
三
年
一
〇
月
二
二
日
の
デ
ク
レ
第
二
〇
〇
三

一
〇
一
〇

号
F
A
M

は
、
健
康
保
険
（
治
療
の
包
括
的
年
額
）、
及
び
、
県
会

（
宿
泊
に
つ
い
て
の
日
額
）
か
ら
資
金
援
助
を
受
け
る
。
全
て
の
医

薬
品
は
、
施
設
収
容
の
理
由
と
な
っ
た
疾
患
に
関
す
る
も
の
に
限
り
、

施
設
の
治
療
補
助
金
に
お
い
て
負
担
さ
れ
る
。
途
中
で
起
こ
る
治
療

に
つ
い
て
は
、
利
用
者
の
負
担
で
あ
る
。

二
重
の
資
金
調
達
に
よ
っ
て
、
被
収
容
者
は
入
院
の
規
定
料
金
日

額
の
債
務
を
負
わ
な
い
と
い
う
帰
結
が
導
か
れ
る
。
逆
に
、
被
収
容

者
は
、
生
活
費
と
宿
泊
費
を
分
担
す
る
。
受
益
者
の
分
担
額
は
、
県

の
社
会
扶
助
認
可
委
員
会
（co

m
m
issio

n d
’a
d
m
issio

n a
l’a
id
e

 
so
cia
le d

u d
ep
a
rtem

en
t

）
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
社
会
扶
助

は
、
従
っ
て
、
障
が
い
者
の
負
担
す
る
分
担
額
を
決
定
す
る
が
、
そ

の
際
、
最
低
限
の
資
産
は
障
が
い
者
の
元
に
残
る
よ
う
に
配
慮
す
る
。

居
住
者
の
資
産
に
応
じ
て
計
算
さ
れ
る
こ
の
分
担
額
は
、
居
住
者
が

そ
の
資
産
の
一
〇
％
に
相
当
す
る
最
低
限
の
固
有
資
産
を
自
由
に
使

え
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
上
限
が
定
め
ら
れ
る
。
居
住
者
が
仕
事
を

す
る
こ
と
な
く
三
食
付
き
の
宿
泊
を
す
る
場
合
、
こ
の
額
は
、
成
人

障
が
い
者
手
当
（a

llo
ca
tio
n p

o
u
r a
d
u
lte h

a
n
d
ica
p
e:
A
A
H

）

の
月
額
の
三
〇
％
を
下
回
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
居
住
者
の
自
由
に

委
ね
ら
れ
る
額
を
考
慮
し
て
、
宿
泊
料
の
超
過
額
は
、
県
の
社
会
扶

助
に
よ
っ
て
負
担
さ
れ
る
。

社
会
扶
助
の
名
目
で
支
払
わ
れ
る
額
は
、
相
続
に
基
づ
く
回
収
の

（83-４- ）955 219
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対
象
に
は
な
ら
ず
、
居
住
者
の
財
政
状
況
の
大
き
な
改
善
が
あ
っ
て

も
、
居
住
者
に
対
す
る
回
収
も
行
わ
れ
な
い
。

コ
ン
タ
ク
ト
及
び
手
続

添
付
の
カ
ー
ド
に
よ
っ
て
、
行
刑
施
設
内
の
提
案
者
（
社
会
復

帰
・
保
護
観
察
官
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
医
師
な
ど
）
と
、
治

療
を
理
由
と
し
た
刑
の
修
正
の
対
象
者
を
受
け
入
れ
う
る
収
容
施
設

を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

対
象
者
の
権
利
と
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
、
こ
の
連
絡
カ
ー
ド

は
匿
名
で
、
医
療
上
の
守
秘
義
務
を
遵
守
し
つ
つ
記
入
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

こ
の
カ
ー
ド
に
は
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
に
対
し
て
な
さ
れ
る
治
療

を
理
由
と
し
た
刑
の
修
正
の
請
求
に
関
わ
っ
た
あ
ら
ゆ
る
専
門
家
に

よ
っ
て
情
報
提
供
が
な
さ
れ
う
る
。

こ
の
連
絡
カ
ー
ド
は
、
対
象
者
の
社
会
的
・
行
政
的
身
分
に
つ
い

て
、
し
か
し
同
時
に
、
付
き
添
い
及
び
医
療
的
支
援
の
必
要
性
に
関

す
る
評
価
に
つ
い
て
も
簡
潔
に
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
カ
ー
ド
を
ど
こ
に
送
る
の
か

Ｅ

メ
ー
ル

で：
a
m
e
n
a
g
e
m
e
n
td
e
p
e
in
e
m
e
d
ic
a
l ＠
a
u
ro
re
.

a
sso

.fr

ま
で
。

こ
の
カ
ー
ド
の
名
宛
人
は
誰
に
な
る
の
か

以
下
の
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
で
あ
る
。

■L
’A
sso

cia
tio
n d

es C
ites d

u S
eco

u
rs C

a
th
o
liq
u
e

■A
u
ro
re

■B
a
silia

d
e

■L
a C

ro
ix
-R
o
u
g
e fra

n
ça
ise

■les p
etits freres d

es P
a
u
v
res

■L
e S

eco
u
rs C

a
th
o
liq
u
e

こ
れ
ら
の
収
集
さ
れ
た
情
報
は
、
支
援
グ
ル
ー
プ
に
と
っ
て
貴
重

で
あ
り
、
対
象
者
の
応
募
に
つ
い
て
迅
速
か
つ
具
体
的
に
見
通
し
を

つ
け
る
の
に
役
立
つ
。

運
営
す
る
施
設
の
利
用
可
能
性
に
よ
っ
て
、
場
所
を
提
供
し
う
る

も
の
も
あ
れ
ば
そ
う
で
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
支
援
グ
ル
ー
プ
の
さ

ま
ざ
ま
な
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
状
況
が
調
査
さ
れ
た
後
、
行
刑
施
設

内
の
提
案
者
と
コ
ン
タ
ク
ト
が
取
ら
れ
る
。

依
頼
を
受
け
た
施
設
が
応
募
に
つ
い
て
調
査
す
る
こ
と
に
同
意
す

る
場
合
、
施
設
の
主
任
医
ま
た
は
調
整
医
に
は
、
こ
れ
ら
の
情
報
を

補
完
し
、
施
設
の
受
け
入
れ
条
件
が
被
拘
禁
者
の
特
徴
及
び
疾
病
と

適
合
す
る
か
を
確
認
す
る
た
め
、
被
拘
禁
患
者
の
指
定
参
照
医
と
コ
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ン
タ
ク
ト
を
取
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
る
。

こ
の
連
絡
カ
ー
ド
は
、
第
二
段
階
に
お
い
て
記
入
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
、
各
機
関
固
有
の
入
所
許
可
書
類
の
代
わ
り
に
は
な
ら
な
い
。

治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
修
正
の
枠
組
に
お
け
る
受
け
入
れ
申
請
の

た
め
の
連
絡
カ
ー
ド

対
象
者
の
匿
名
性
を
遵
守
し
つ
つ
、
以
下
の
ア
ド
レ
ス
に
送
付
す
る

こ
と：

a
m
en
a
g
em
en
td
ep
ein
em
ed
ica
l ＠
a
u
ro
re.a

sso
.fr

▼
入
所
申
請
者
の
性
別
及
び
年
齢

▼
家
族
状
況
（
既
婚
、
子
ど
も
な
ど
）

▼
申
請
者
の
経
歴
（
来
歴
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
デ
ー
タ
な
ど
）

▼
家
族
及
び
友
人
関
係
（
実
際
に
申
請
者
の
そ
ば
に
い
る
の
は
だ
れ

で
す
か

）

▼
健
康
状
態
（
全
般
的
な
健
康
状
態
｜
医
学
的
ケ
ア
の
要
否
｜
身
体

的
自
立
性
（
移
動
の
補
助
な
ど
）
｜
精
神
的
自
立
性
（
抑
う
つ
、
記

憶
、
迫
害
妄
想
障
が
い
、
失
見
当
識
な
ど
））

上
記
の
情
報
は
、
医
療
上
の
秘
密
に
関
す
る
諸
原
則
の
尊
重
の
下
、

伝
達
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
情
報
は
、
申
請
者
に

適
合
す
る
施
設
の
タ
イ
プ
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の
も
の

で
す
。
従
っ
て
、
受
け
入
れ
施
設
の
医
療
チ
ー
ム
が
医
療
記
録
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
医
師
及
び
機
関
の
連
絡
先
を
正
確

に
記
載
し
て
下
さ
い
。

▼
社
会
的
・
行
政
的
身
分

（
資
産
｜
現
在
の
身
分
証
明
書
｜
滞
在
資
格
と
有
効
性
｜
一
〇
〇
％

負
担
さ
れ
る
社
会
保
障
｜
社
会
扶
助
｜
成
人
障
が
い
者
手
当
、
後
見

な
ど
）

▼
申
請
者
は
自
己
の
ニ
ー
ズ
や
期
待
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
述
べ
て

い
ま
す
か

（
希
望
｜
好
き
な
こ
と
｜
意
欲
が
わ
く
も
の
｜
惹
き
つ
け
ら
れ
る
も

の
な
ど
）

▼
あ
な
た
は
申
請
者
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
施
設
を
想
定

し
て
い
ま
す
か

（83-４- ）957 221
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（E
P
H
A
D

、A
C
T

、
集
団
的
居
住
、
一
戸
建
て
住
宅
な
ど
）

▼
出
所
予
定
日

（
手
続
は
ど
こ
ま
で
進
ん
で
い
ま
す
か

、
医
学
鑑
定
は
行
わ
れ
ま

し
た
か

、
刑
罰
適
用
裁
判
官
の
面
前
で
の
審
問
は
既
に
予
定
さ
れ

て
い
ま
す
か

）

出
所
準
備

S
P
IP

は
、
治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
修
正
を
受
け
る
者
が
社
会

的
保
護
の
制
度
に
ア
ク
セ
ス
す
る
に
あ
た
り
、
非
常
に
重
要
な
役
割

を
担
っ
て
い
る
。

S
P
IP

の
関
与
に
よ
り
、
対
象
者
は
、
以
下
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
容

易
と
な
る
。

■
行
政
関
係
の
書
面
（
身
分
証
明
書
な
ど
）

■
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
連
す
る
諸
機
関
（
例：

健
康
保
険
、
県

障
が
い
者
セ
ン
タ
ー
（M

D
P
H

）、
県
会
な
ど
）
と
連
携
す
る
こ

と
に
よ
り
、
社
会
権
（
公
的
扶
助
、
成
人
障
が
い
者
手
当
、
社
会

保
障
に
よ
る
一
〇
〇
％
払
い
戻
し
）

治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
修
正
に
備
え
て
、
出
所
の
約
二
か
月
前

に
、
対
象
者
の
地
位
に
応
じ
て
、
以
下
の
書
面
を
あ
ら
か
じ
め
請
求

す
る
の
が
望
ま
し
い
。

■
無
資
力
ま
た
は
資
力
が
ほ
と
ん
ど
な
い
常
況
に
あ
る
者
に
つ
い
て

は
、
普
遍
的
医
療
給
付
の
請
求
｜
補
足
的
普
遍
的
医
療
給
付

（C
M
U
 
C
o
m
p
le
m
e
n
ta
ire

）

■
変
則
的
な
状
況
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
国
家
医
療
扶
助

（A
id
e M

e
d
ic
a
le d

’É
ta
t

）

出
所
に
際
し
て：

出
所
時
に
、
当

該

行

刑

施

設

は

医

療

保

険

中

央

金

庫

（C
P
A
M

）
に
通
知
し
、
同
施
設
入
所
時
に
な
さ
れ
た
保
険
加
入
免

除
を
取
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

刑
の
修
正
を
受
け
る
者
は
、
出
所
通
知
状
、
及
び
、

所
持
し
て

い
る
場
合
に
は
）
健
康
保
険
証
申
請
証
明
書
を
も
っ
て
、
新
た
に
担

当
と
な
る
医
療
保
険
中
央
金
庫
事
務
所
に
出
頭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。医

療
保
険
中
央
金
庫
事
務
所
は
、
一
般
法
に
基
づ
き
、
対
象
者
を

再
び
加
入
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
そ
れ
故
、
出
所
通
知
状
は
特
に

重
要
で
あ
る
）。

身
分
証
明
書
、
医
療
保
険
中
央
金
庫
へ
の
加
入
、
社
会
扶
助
の
受

給
要
件
の
充
足
を
欠
く
場
合
、
社
会
保
障
給
付
及
び
扶
助
の
割
当
が

（法政研究83-４- ）222 958
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数
ヶ
月
遅
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
対
象
者
に
と
っ
て
も
、

対
象
者
を
受
け
入
れ
る
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
に
と
っ
て
も
不
利
益
（
財

政
上
の
問
題
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
際
に
は
、
費
用
を
前
払
い
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

略
号

A
A
H
:
A
llo
ca
tio
n
 
a
u
x
 
a
d
u
ltes h

a
n
d
ica
p
es

（
成
人
障
が
い

者
手
当
）

A
C
T
:
A
p
p
a
rtem

en
t d

e co
o
rd
in
a
tio
n
 
th
era

p
eu
tiq
u
e

（
治

療
連
携
型
ア
パ
ル
ト
マ
ン
）

A
L
D
:
A
ffectio

n d
e lo

n
g
u
e d

u
ree

（
特
定
慢
性
疾
患
）

A
M
P
:
A
id
e m

ed
ico
-p
sy
ch
o
lo
g
iq
u
e

（
精
神
医
療
扶
助
）

A
P
:
A
d
m
in
istra

tio
n p

en
iten

tia
ire

（
行
刑
局
）

A
P
A
:
A
llo
ca
tio
n a

u
x p

erso
n
n
es a

g
ees

（
高
齢
者
手
当
）

A
P
-H
P
:
A
ssista

n
ce p

u
b
liq
u
e-H

o
p
ita
u
x d

e P
a
ris

（
公
的
救

済
｜
パ
リ
病
院
）

A
R
S
:
A
g
en
ce reg

io
n
a
le d

e sa
n
te

（
地
域
保
健
機
構
）

A
S
:
A
id
e-so

ig
n
a
n
t

（
介
護
士
）

C
D
:
C
en
tre d

e d
eten

tio
n

（
拘
禁
セ
ン
タ
ー
）

C
P
IP
:
C
o
n
seiller p

en
iten

tia
ire d

’in
sertio

n
 
et d

e p
ro
b
a
-

tio
n

（
社
会
復
帰
・
保
護
観
察
官
）

C
H
R
S
:
C
en
tre d

’h
eb
erg

em
en
t et d

e rein
sertio

n
 
so
cia
le

（
宿
泊
・
社
会
復
帰
セ
ン
タ
ー
）

C
M
P
:
C
en
tre

 
m
ed
ico
-p
sy
c
h
o
lo
g
iq
u
e

（
精
神
医
療
セ
ン

タ
ー
）

C
N
E
:
C
en
tre n

a
tio
n
a
l d
’ev
a
lu
a
tio
n

（
国
立
評
価
セ
ン
タ
ー
）

C
P
:
C
en
tre p

en
iten

tia
ire

（
行
刑
セ
ン
タ
ー
）

D
A
P
:
D
irectio

n d
e l’a

d
m
in
istra

tio
n p

en
iten

tia
ire

（
行
刑

部
）

E
H
P
A
D
:
É
ta
b
lissem

en
t d

’h
eb
erg

em
en
t p

o
u
r p

erso
n
n
es

 
a
g
ees d

ep
en
d
a
n
tes

（
要
介
護
高
齢
者
宿
泊
施
設
）

E
P
S
N
F
:
É
ta
b
lissem

en
t
 
p
u
b
lic
 
d
e
 
sa
n
te

n
a
tio
n
a
l
 
d
e

 
F
resn

es

（
フ
レ
ー
ヌ
国
立
保
健
公
施
設
）

F
A
M
:
F
o
y
er d

’a
ccu

eil m
ed
ica
lise

（
医
療
受
け
入
れ
ホ
ー
ム
）

H
A
D
:
H
o
sp
ita
lisa

tio
n a

d
o
m
icile

（
継
続
自
宅
治
療
）

JA
P
:
Ju
g
e d

e l’a
p
p
lica

tio
n d

es p
ein
es

（
刑
罰
適
用
裁
判
官
）

L
C
:
L
ib
era

tio
n co

n
d
itio

n
n
elle

（
仮
釈
放
）

M
A
:
M
a
iso
n d

’a
rret

（
拘
置
所
）

M
A
S
:
M
a
iso
n
 
d
’a
ccu

eil sp
ecia

lisee

（
特
別
受
け
入
れ
ホ
ー

ム
）

M
C
:
M
a
iso
n cen

tra
le

（
中
央
刑
務
所
）
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P
U
V
:
P
etite u

n
ite

d
e v

ie

（
小
規
模
生
活
ユ
ニ
ッ
ト
）

S
M
P
R
:
S
erv

ice m
ed
ico
-p
sy
ch
o
lo
g
iq
u
e reg

io
n
a
l

（
地
域
精

神
医
療
サ
ー
ビ
ス
）

S
P
IP
:
S
erv

ice p
en
iten

tia
ire d

’in
sertio

n et d
e p

ro
b
a
tio
n

（
社
会
復
帰
・
保
護
観
察
局
）

S
S
IA
D
:
S
erv

ice d
e so

in
s in

firm
iers a

d
o
m
icile

（
居
宅
介

護
サ
ー
ビ
ス
）

T
A
P
:
T
rib
u
n
a
l d
e l’a

p
p
lica

tio
n d

es p
ein
es

（
刑
罰
適
用
裁

判
所
）

U
C
S
A
:
U
n
ite

d
e co

n
su
lta
tio
n
s et d

e so
in
s a
m
b
u
la
to
ires

（
外
来
診
療
治
療
区
画
）

U
H
S
A
:
U
n
ite

d
’h
o
sp
ita
lisa

tio
n sp

ecia
lem

en
t a
m
en
a
g
ee

（
特
別
整
備
医
療
施
設
）

U
H
S
I:
U
n
ite

h
o
sp
ita
liere secu

risee in
terreg

io
n
a
le

（
地
域

共
同
保
安
医
療
施
設
）

U
S
L
D
:
U
n
ite

d
e so

in
s d
e lo

n
g
u
e d
u
ree

（
長
期
治
療
施
設
）

U
S
P
:
U
n
ite

d
e so

in
s p
a
llia

tifs

（
緩
和
治
療
施
設
）

用
語
集

行
刑
局
（A

d
m
in
istra

tio
n p

e
n
ite
n
tia
ire
:
A
P

）

司
法
省
所
管
の
部
局
及
び
機
関
。
行
刑
局
は
、
施
設
内
ま
た
は
社

会
内
に
お
い
て
、
司
法
当
局
に
よ
っ
て
委
託
さ
れ
た
人
々
の
処
遇
を

担
当
す
る
。
行
刑
局
は
、
刑
法
上
の
決
定
の
執
行
及
び
公
共
の
安
全

の
維
持
に
関
わ
る
。
行
刑
局
は
、
対
象
者
の
社
会
復
帰
に
向
け
た
活

動
を
行
う
。

特
定
慢
性
疾
患
（A

ffe
c
ta
tio
n d

e lo
n
g
u
e d

u
re
e
:
A
L
D

）

い
わ
ゆ
る
特
定
慢
性
疾
患
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、

六
ヵ
月
以
上
の
）
長
期
の
観
察
及
び
ケ
ア
を
要
し
、
高
額
医
療
を

必
要
と
す
る
疾
病
で
あ
る
。
な
お
、
高
額
医
療
に
つ
い
て
は
、
必
要

な
ケ
ア
及
び
治
療
に
係
る
費
用
は
、
疾
病
保
険
か
ら
一
〇
〇
％
払
い

戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

地
域
保
健
機
構
（A

g
e
n
c
e re

g
io
n
a
le d

e sa
n
te
:
A
R
S

）

公
的
施
設
及
び
民
間
施
設
の
入
院
に
共
通
す
る
地
域
で
唯
一
の
決

定
機
関
。
地
域
保
健
機
構
は
、
入
院
ケ
ア
及
び
医
療
・
福
祉
的
ケ
ア

の
提
供
に
つ
き
、
地
域
の
政
策
を
決
定
し
実
施
す
る
役
割
を
担
う
。

地
域
保
健
機
構
は
、
同
様
に
、
実
地
医
学
の
提
供
を
調
整
す
る
任
務

も
負
う
。
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刑
の
修
正
（A

m
e
n
a
g
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
e
in
e

）

半
自
由
（se

m
i-

lib
e
rte

）、
非
刑
事
施
設
へ
の
委
託
（p

la
c
e
m
e
n
t a

l’e
xte

rie
u
r

）、

電
子
監
視
（p

la
c
e
m
e
n
t so

u
s su

rve
illa
n
c
e e

le
c
tro

n
iq
u
e

）、

治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
（su

sp
e
n
sio
n
 
d
e
 
p
e
in
e

 
p
o
u
r ra

iso
n
s m

e
d
ic
a
le
s

）、
仮
釈
放
（lib

e
ra
tio
n c

o
n
d
itio

n
-

n
e
lle

））

法
律
で
定
め
ら
れ
た
基
準
の
枠
内
で
、
受
刑
者
が
、
と
り
わ
け
、

仕
事
に
従
事
し
、
研
修
、
治
療
を
受
け
、
家
族
関
係
を
維
持
で
き
る

よ
う
に
し
、
ま
た
は
、
社
会
復
帰
の
た
め
に
入
念
に
練
り
上
げ
ら
れ

た
あ
ら
ゆ
る
計
画
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
受

刑
者
の
社
会
復
帰
及
び
再
犯
予
防
を
目
指
す
拘
禁
刑
の
個
別
化
措
置
。

受
刑
者
は
、
司
法
当
局
及
び
行
刑
局
の
監
督
下
に
置
か
れ
、
課
さ
れ

た
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
再
び
収
容
さ
れ
う
る
。

治
療
連
携
型
ア
パ
ル
ト
マ
ン
（A

p
p
a
rte

m
e
n
t d
e c

o
o
rd
in
a
tio
n

 
th
e
ra
p
e
u
tiq
u
e
:
A
C
T

）

こ
れ
は
、
連
携
型
の
個
別
的
な
一
時
的
宿
泊
場
所
で
あ
る
。
治
療

連
携
型
ア
パ
ル
ト
マ
ン
は
、
対
象
者
の
ケ
ア
、
即
ち
、
医
学
的
・
心

理
学
的
連
携
、
社
会
的
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
保
障
す
る
。
居
住
者
は
、

学
際
的
チ
ー
ム
の
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
る
。

障
が
い
者
権
利
自
立
委
員
会
（C

o
m
m
issio

n
s d
e
s d
ro
its e

t d
e

 
l’a
u
to
n
o
m
ie d

e
s p

e
rso

n
n
e
s h

a
n
d
ic
a
p
e
e
s:
C
D
A
P
H

）

障
が
い
者
権
利
自
立
委
員
会
（C

D
A
P
H

）
は
、

障
が
い
者
の

権
利
及
び
機
会
の
平
等
並
び
に
参
加
及
び
市
民
権
の
た
め
の
」
二
〇

〇
五
年
二
月
一
一
日
の
法
律
第
二
〇
〇
五

一
〇
二
号
に
よ
っ
て
創

設
さ
れ
た
。C

D
A
P
H

は
、
と
り
わ
け
、
障
が
い
者
の
方
向
付
け
、

並
び
に
、
学
校
ま
た
は
職
業
的
同
化
及
び
社
会
生
活
へ
の
同
化
を
保

障
す
る
の
に
適
し
た
措
置
に
つ
き
、
意
見
を
述
べ
る
権
限
を
有
す
る
。

C
D
A
P
H

は
、
次
の
権
限
も
も
つ
。
即
ち
、
少
年
も
し
く
は
青

年
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
、
ま
た
は
、
成
人
障
が
い
者
の
再
教
育
、
教

育
、
社
会
復
帰
及
び
受
け
入
れ
に
協
力
し
、
か
つ
、
そ
れ
ら
の
者
を

受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
ま
た
は
機
関
を
指
定
す
る
こ
と
。

成
人
障
が
い
者
手
当
（a

llo
ca
tio
n
 
a
u
x
 
a
d
u
ltes

 
h
a
n
d
ica
p
es:

A
A
H

）
及
び
所
得
補
足
手
当
（co

m
p
lem

en
t d

e resso
u
rces

）

の
支
給
決
定
。
補
償
給
付
の
支
給
決
定
。
成
人
障
が
い
者
向
け
施
設

に
居
住
す
る
六
〇
歳
以
上
の
高
齢
障
が
い
者
の
支
援
に
関
し
て
裁
定

を
下
す
こ
と
な
ど
。

拘
禁
セ
ン
タ
ー
（C

e
n
tre d

e d
e
te
n
tio
n
:
C
D

）

有
罪
宣
告
を
受
け
た
成
人
で
、
社
会
復
帰
が
最
も
見
込
ま
れ
る
者

を
収
容
す
る
刑
務
所
・
行
刑
施
設
。
こ
れ
ら
の
拘
禁
制
度
は
、
主
と

（83-４- ）961 225
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し
て
被
拘
禁
者
の
社
会
復
帰
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

社
会
復
帰
・
保
護
観
察
官
（C

o
n
se
ille
r p
e
n
ite
n
tia
ire d

’in
se
r-

tio
n e

t d
e p

ro
b
a
tio
n
:
C
P
IP

）

施
設
内
及
び
社
会
内
で
活
動
す
る
行
刑
局
の
職
員
。
社
会
復
帰
・

保
護
観
察
官
は
、
司
法
上
の
決
定
及
び
刑
法
上
の
決
定
の
執
行
に
お

い
て
、
司
法
官
を
援
助
す
る
。
刑
務
所
に
お
い
て
、
社
会
復
帰
・
保

護
観
察
官
は
、
被
収
容
者
の
社
会
資
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
治
療
、
職

業
教
育
、
労
働
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
容
易
に
す
る
。
社
会
復
帰
・
保
護

観
察
官
は
、
家
族
関
係
の
維
持
に
有
益
な
援
助
を
し
、
貧
困
、
非
識

字
及
び
薬
物
嗜
癖
の
問
題
に
特
別
の
注
意
を
払
う
。
社
会
復
帰
・
保

護
観
察
官
は
、
と
り
わ
け
、
刑
の
修
正
を
通
じ
て
、
被
拘
禁
者
に
出

所
及
び
社
会
復
帰
の
準
備
を
さ
せ
る
。
社
会
内
で
、
社
会
復
帰
・
保

護
観
察
官
は
、
そ
の
他
の
刑
罰
の
円
滑
な
執
行
（
公
益
奉
仕
労
働
、

仮
釈
放
、
電
子
監
視
な
ど
）
を
監
視
し
、
社
会
復
帰
に
お
い
て
対
象

者
を
支
援
す
る
。

宿
泊
・
社
会
復
帰
セ
ン
タ
ー
（C

e
n
tre d

’h
e
b
e
rg
e
m
e
n
t e

t d
e

 
re
in
se
rtio

n so
c
ia
le
:
C
H
R
S

）

国
家
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
た
公
的
ま
た
は
民
間
施
設
で
、
そ
の
主

た
る
任
務
は
、
資
産
が
な
く
、
重
大
な
社
会
的
困
難
を
抱
え
た
成
人

ま
た
は
家
族
を
宿
泊
付
き
ま
た
は
宿
泊
な
し
で
受
け
入
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
目
的
は
、
こ
れ
ら
の
人
の
社
会
復
帰
で
あ
る
。

医
療
教
育
セ
ン
タ
ー
（C

e
n
tre m

e
d
ic
o
-p
e
d
a
g
o
g
iq
u
e
:
C
M
P

）

開
放
環
境
で
調
整
及
び
受
け
入
れ
を
行
う
ユ
ニ
ッ
ト
で
、
予
防
、

診
断
、
外
来
治
療
、
及
び
、
対
象
者
が
自
由
に
使
え
る
住
居
へ
の
介

入
と
い
っ
た
活
動
を
行
う
。
こ
の
ユ
ニ
ッ
ト
は
、
オ
リ
エ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
の
場
で
も
あ
る
。

国
立
評
価
セ
ン
タ
ー
（C

e
n
tre

 
n
a
tio
n
a
l
 
d
’e
v
a
lu
a
t
io
n
:

C
N
E

）
フ
レ
ー
ヌ
（F

resn
es

）
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
一
〇
年
以
上
の

刑
を
宣
告
さ
れ
た
全
て
の
者
を
配
属
前
に
評
価
す
る
任
を
負
う
。

行
刑
セ
ン
タ
ー
（C

e
n
tre p

e
n
ite
n
tia
ire
:
C
P

）

異
な
る
拘
禁
制
度
（
拘
置
所
、
拘
禁
セ
ン
タ
ー
、
及
び
╱
ま
た
は
、

中
央
刑
務
所
）
の
少
な
く
と
も
二
つ
の
区
画
を
有
す
る
行
刑
施
設
。

要
介
護
高
齢
者
宿
泊
施
設
（É

ta
b
lisse

m
e
n
t
 
d
’h
e
b
e
rg
e
m
e
n
t

 
p
o
u
r p
e
rso

n
n
e
s a

g
e
e
s d

e
p
e
n
d
a
n
te
s:
E
H
P
A
D

）

老
人
ホ
ー
ム
と
も
呼
ば
れ
る
、E

P
H
A
D

（
マ
マ
）

﹇E
H
P
A
D
?

﹈
は
、
自

（法政研究83-４- ）226 962
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立
性
を
失
っ
た
高
齢
者
を
受
け
入
れ
る
、
部
分
的
に
医
療
設
備
の

整
っ
た
施
設
で
あ
る
（
日
中
の
看
護
師
の
存
在
、
介
護
士
及
び
医
療

心
理
介
護
士
の
二
四
時
間
常
駐
）。

フ
レ
ー
ヌ
国
立
保
健
公
施
設
（É

ta
b
lisse

m
e
n
t
 
p
u
b
lic
 
d
e

 
sa
n
te

n
a
tio
n
a
l d
e F

re
sn
e
s:
E
P
S
N
F

）

救
急
部
門
及
び
精
神
科
医
を
伴
わ
な
い
、
被
拘
禁
者
（
受
刑
者
ま

た
は
被
告
人
）
の
入
院
に
特
化
し
た
保
健
公
施
設
。

継
続
自
宅
治
療
（H

o
sp
ita
lisa

tio
n a

d
o
m
ic
ile
:
H
A
D

）

入
院
に
代
替
す
る
こ
の
治
療
枠
組
に
よ
っ
て
、
患
者
の
住
居
で
必

要
な
医
療
及
び
診
療
補
助
的
ケ
ア
が
保
障
さ
れ
る
。
期
間
に
制
限
は

あ
る
が
、
患
者
の
健
康
状
態
に
応
じ
て
更
新
可
能
で
あ
る
。

刑
罰
適
用
裁
判
官
（J

u
g
e d

e l’a
p
p
lic
a
tio
n d
e
s p
e
in
e
s:
J
A
P

）

社
会
復
帰
と
再
犯
の
予
防
を
目
的
と
し
て
、
社
会
復
帰
・
保
護
観

察
局
（serv

ice p
en
iten

tia
ire d

’in
sertio

n et d
e p
ro
b
a
tio
n

）

と
連
携
し
な
が
ら
、
刑
罰
の
執
行
を
監
督
し
、
受
刑
者
の
追
跡
を
保

証
す
る
任
を
負
う
裁
判
官
。
刑
罰
適
用
裁
判
官
は
、
頻
繁
に
行
刑
施

設
に
赴
き
、
そ
こ
で
審
問
を
行
う
。

仮
釈
放
（L

ib
e
ra
tio
n c

o
n
d
itio

n
n
e
lle
:
L
C

）

社
会
再
適
応
の
真
摯
な
努
力
を
示
す
受
刑
者
に
対
し
て
、
刑
罰
適

用
裁
判
官
の
監
督
の
下
で
行
わ
れ
る
刑
の
修
正
措
置
。
対
象
者
は
、

通
常
の
刑
期
満
了
前
に
釈
放
さ
れ
る
。
対
象
者
は
、
社
会
復
帰
・
保

護
観
察
官
に
よ
っ
て
担
当
さ
れ
、
観
察
期
間
中
、
一
定
の
義
務
に
服

し
う
る
（
例
え
ば
、
治
療
義
務
、
私
訴
原
告
人
に
対
す
る
賠
償
な

ど
）。
事
故
な
く
こ
の
期
間
を
経
過
す
れ
ば
、
対
象
者
は
刑
罰
の
全

て
の
執
行
を
受
け
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。

拘
置
所
（M

a
iso
n d

’a
rre

t:
M
A

）

被
告
人
、
執
行
す
べ
き
残
刑
期
が
二
年
以
下
の
受
刑
者
、
及
び
、

刑
罰
施
設
（
拘
禁
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
中
央
刑
務
所
）
へ
の
配
属
を
待

つ
被
有
罪
宣
告
者
の
た
め
の
行
刑
施
設
。

中
央
刑
務
所
（M

a
iso
n c

e
n
tra

le
:
M
C

）

長
期
拘
禁
刑
の
受
刑
者
を
受
け
入
れ
る
行
刑
施
設
。
こ
の
制
度
は
、

本
来
的
に
保
安
を
軸
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

開
放
環
境
（M

ilie
u o

u
ve
rt

）

開
放
環
境
は
、
受
刑
者
に
責
任
を
自
覚
さ
せ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対

応
す
る
拘
禁
代
替
措
置
の
全
て
を
統
合
す
る
。
こ
れ
ら
の
措
置
の
対

（83-４- ）963 227
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象
者
は
、
裁
判
時
か
ら
既
に
（
司
法
統
制
処
分
）、
裁
判
時
（
保
護

観
察
付
執
行
猶
予
）、
ま
た
は
、
拘
禁
刑
の
執
行
態
様
に
続
い
て

（
半
自
由
）、
刑
罰
適
用
裁
判
官
の
監
督
下
に
置
か
れ
、
刑
罰
適
用
裁

判
官
の
要
求
に
つ
き
社
会
復
帰
・
保
護
観
察
局
に
よ
っ
て
監
視
さ
れ

る
。
開
放
環
境
は
、
同
様
に
、
未
成
年
者
に
対
し
て
少
年
係
判
事
に

よ
っ
て
取
ら
れ
る
措
置
で
、
収
容
措
置
と
対
照
的
に
、
未
成
年
者
の

家
族
の
下
で
実
施
さ
れ
る
全
て
の
措
置
を
意
味
す
る
。

被
告
人
（P

re
ve
n
u

）

違
警
罪
ま
た
は
軽
罪
で
訴
追
さ
れ
た
（
保
釈
さ
れ
て
い
る
か
ま
た

は
行
刑
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
）
者
で
、
未
だ
判
決
が
下
さ
れ
て

い
な
い
か
ま
た
は
有
罪
判
決
が
確
定
し
て
い
な
い
者
（
終
局
有
罪
判

決
を
参
照
の
こ
と
）。

小
規
模
生
活
ユ
ニ
ッ
ト
（P
e
tite u

n
ite

d
e vie

:
P
U
V

）

小
規
模
生
活
ユ
ニ
ッ
ト
は
、
少
人
数
（
最
大
二
四
名
）
の
健
康
な

高
齢
者
ま
た
は
自
立
性
を
失
っ
た
高
齢
者
を
共
同
生
活
の
場
の
周
り

に
建
て
ら
れ
た
専
有
の
住
居
に
受
け
入
れ
る
。

非
刑
事
施
設
へ
の
委
託
（P

la
c
e
m
e
n
t a

l’e
xte

rie
u
r

）

非
刑
事
施
設
へ
の
委
託
は
刑
の
修
正
措
置
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の

措
置
は
、
昼
夜
拘
禁
さ
れ
て
い
る
受
刑
者
に
行
刑
施
設
の
外
で
活
動

を
行
う
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
対
象
と
な
り
う
る
の
は
、
就

労
、
求
職
、
教
育
を
受
け
る
こ
と
、
家
族
生
活
を
送
る
こ
と
、
治
療

を
受
け
る
こ
と
、
ま
た
は
、
社
会
再
適
応
に
向
け
た
真
摯
な
努
力
を

示
し
つ
つ
、
再
犯
リ
ス
ク
の
現
実
化
を
回
避
し
う
る
社
会
復
帰
も
し

く
は
再
社
会
復
帰
の
た
め
の
そ
の
他
の
計
画
に
継
続
的
に
参
加
す
る

こ
と
で
あ
る
。
対
象
者
は
、
毎
日
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
の
決
定
に

従
っ
て
、
対
象
者
を
指
導
し
か
つ
宿
泊
さ
せ
て
い
る
ア
ソ
シ
ア
シ
オ

ン
の
建
物
、
親
や
近
親
者
の
住
居
、
ま
た
は
、
行
刑
施
設
に
戻
ら
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

電
子
監
視
（P

la
c
e
m
e
n
t
 
so
u
s
 
su
rve

illa
n
c
e
 
e
le
c
tro

n
iq
u
e
:

P
S
E

）
電
子
監
視
（P

S
E

）
は
、
刑
の
修
正
措
置
で
、
昼
夜
拘
禁
さ
れ
て

い
る
受
刑
者
に
行
刑
施
設
外
で
拘
禁
刑
の
執
行
を
可
能
に
す
る
も
の

で
あ
る
。
電
子
監
視
に
付
さ
れ
る
者
は
、
電
子
装
置
（
ブ
レ
ス
レ
ッ

ト
）
を
身
に
着
け
、
自
宅
ま
た
は
刑
罰
適
用
裁
判
官
の
決
定
に
お
い

て
指
定
さ
れ
た
そ
の
他
の
場
所
か
ら
、
同
裁
判
官
に
よ
っ
て
定
め
ら

れ
た
時
間
外
に
離
れ
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
る
。
措
置
の
遵
守
状
況
は
、

電
子
装
置
を
通
し
て
、
行
刑
局
に
よ
っ
て
監
視
さ
れ
る
。
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半
自
由
（S

e
m
i-lib

e
rte

）

半
自
由
は
刑
の
修
正
措
置
の
一
つ
で
あ
る
。
昼
夜
拘
禁
さ
れ
、
か

つ
、
半
自
由
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
半
自
由
区
画
に
収
容
さ
れ
て
い
る
受

刑
者
に
対
し
て
、
行
刑
施
設
外
で
就
労
す
る
こ
と
、
教
育
を
受
け
る

こ
と
も
し
く
は
治
療
を
受
け
る
こ
と
、
家
族
生
活
を
送
る
こ
と
、
ま

た
は
、
社
会
再
適
応
に
向
け
た
真
摯
な
努
力
を
示
し
つ
つ
、
再
犯
リ

ス
ク
の
現
実
化
を
回
避
し
う
る
社
会
復
帰
も
し
く
は
再
社
会
復
帰
の

た
め
の
そ
の
他
の
計
画
に
継
続
的
に
参
加
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の

で
あ
る
。
対
象
者
は
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
時

間
及
び
条
件
の
下
、
日
中
活
動
の
終
了
後
、
半
自
由
セ
ン
タ
ー
に
戻

ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

地
域
精
神
医
療
サ
ー
ビ
ス
（S

e
rvic

e
 
m
e
d
ic
o
-p
syc

h
o
lo
g
iq
u
e

 
re
g
io
n
a
l:
S
M
P
R

）

入
院
ユ
ニ
ッ
ト
を
有
す
る
、
任
意
入
院
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
治
療

を
提
供
す
る
行
刑
施
設
内
に
置
か
れ
る
精
神
医
療
サ
ー
ビ
ス
。

社
会
復
帰
・
保
護
観
察
局
（S

e
rvic

e p
e
n
ite
n
tia
ire d

’in
se
rtio

n
 

e
t d

e p
ro
b
a
tio
n
:
S
P
IP

）

行
刑
局
に
属
す
る
県
の
組
織
。S

P
IP

は
、
司
法
機
関
の
委
託
を

受
け
て
、
収
容
さ
れ
て
い
る
か
（
閉
鎖
環
境
）
否
か
（
開
放
環
境
）

を
問
わ
ず
、
被
有
罪
宣
告
者
に
対
し
て
監
督
（
社
会
復
帰
・
保
護
観

察
）
を
行
う
。
例
え
ば
、
個
別
的
な
監
督
、
出
所
準
備
、
教
育
、
就

労
、
治
療
の
提
案
、
ス
ポ
ー
ツ
へ
の
参
加
、
ま
た
は
、
薬
物
依
存
へ

の
対
応
な
ど
が
対
象
と
な
る
。

居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
（S

e
rvic

e
 
d
e
 
so
in
s in

firm
ie
rs a

d
o
m
i-

c
ile
:
S
S
IA
D

）

こ
れ
ら
の
社
会
的
・
社
会
医
療
的
サ
ー
ビ
ス
は
、
疾
病
を
有
し
ま

た
は
要
介
護
状
態
に
あ
る
高
齢
者
に
対
し
て
、
医
師
の
処
方
に
基
づ

い
て
、
看
護
ケ
ア
及
び
一
般
衛
生
上
の
ケ
ア
、
並
び
に
、
日
常
生
活

動
作
の
支
援
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

社
会
内
司
法
監
督
（S

u
ivi so

c
io
-ju
d
ic
ia
ire

）

性
犯
罪
（
性
的
侵
害
、
強
姦
な
ど
）
の
重
罪
ま
た
は
軽
罪
の
行
為

者
に
対
し
て
、
軽
罪
裁
判
所
ま
た
は
重
罪
法
院
に
よ
っ
て
宣
告
さ
れ

る
措
置
。
こ
の
措
置
は
、
刑
務
所
に
お
い
て
刑
の
執
行
が
終
了
し
た

後
、
司
法
監
督
、
及
び
、
必
要
な
場
合
に
は
医
療
監
督
を
可
能
と
す

る
。
こ
の
措
置
は
、
被
有
罪
宣
告
者
に
対
し
て
、
刑
罰
適
用
裁
判
官

の
監
督
の
下
、
監
視
及
び
援
助
措
置
、
並
び
に
、
特
定
の
場
所
へ
の

立
ち
入
り
禁
止
、
未
成
年
者
へ
の
接
触
禁
止
、
ま
た
は
、
未
成
年
者

と
の
接
触
を
伴
う
職
業
的
も
し
く
は
社
会
的
活
動
の
禁
止
と
い
っ
た
、
（83-４- ）965 229
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一
定
の
義
務
を
課
す
。
こ
れ
ら
の
義
務
を
遵
守
し
な
い
場
合
、
被
有

罪
宣
告
者
は
拘
禁
さ
れ
う
る
。

治
療
を
理
由
と
し
た
刑
の
執
行
停
止
（S

u
sp
e
n
sio
n
 
d
e
 
p
e
in
e

 
p
o
u
r ra

iso
n
s m

e
d
ic
a
le
s

）

病
者
の
権
利
及
び
保
健
衛
生
制
度
の
質
に
関
す
る
二
〇
〇
二
年
三

月
四
日
の
法
律
は
、
以
下
の
場
合
、
期
間
の
定
め
な
く
、
自
由
剥
奪

刑
の
執
行
を
停
止
す
る
機
会
を
創
出
し
た
。
即
ち
、
対
象
者
が
生
命

を
危
う
く
す
る
疾
病
に
罹
患
し
て
い
る
場
合
、
ま
た
は
、
そ
の
健
康

状
態
が
拘
禁
の
維
持
と
永
続
的
に
相
容
れ
な
い
場
合
で
あ
る
。
但
し
、

被
拘
禁
者
が
精
神
障
が
い
保
健
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除

く
（
刑
事
訴
訟
法
典
第
七
二
〇

一

一
条
）。

刑
罰
適
用
裁
判
所
（T

rib
u
n
a
l
 
d
’a
p
p
lic
a
tio
n
 
d
e
s
 
p
e
in
e
s:

T
A
P

）
と
り
わ
け
長
期
刑
を
宣
告
さ
れ
た
者
に
つ
き
自
由
剥
奪
刑
の
執
行

に
関
す
る
決
定
を
下
す
任
を
負
う
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
る
裁
判
所
。

外
来
診
療
治
療
区
画
（U

n
ite

d
e c

o
n
su
lta
tio
n
s e

t d
e so

in
s

 
a
m
b
u
la
to
ire
s:
U
C
S
A

）

U
C
S
A

は
行
刑
施
設
内
に
設
置
さ
れ
た
医
療
区
画
で
あ
る
。

U
C
S
A

は
、
予
防
を
含
む
、
身
体
的
・
精
神
的
ケ
ア
、
医
療
現
場
に

お
け
る
治
療
の
編
成
、
及
び
、
出
所
後
の
継
続
的
治
療
を
行
う
。

特
別
整
備
医
療
施
設
（U

n
ite
s
 
h
o
sp
ita
lie
re
s
 
sp
e
c
ia
le
m
e
n
t

 
a
m
e
n
a
g
e
e
s:
U
H
S
A

）

こ
の
施
設
は
、
通
常
の
行
刑
施
設
内
に
拘
禁
す
る
こ
と
が
不
可
能

で
あ
る
、
精
神
障
が
い
を
有
す
る
被
拘
禁
者
の
精
神
医
療
入
院
を
可

能
と
す
る
。

地
域
共
同
保
安
医
療
施
設
（U

n
ite
s h

o
sp
ita
lie
re
s se

c
u
rise

e
s

 
in
te
rre

g
io
n
a
le
s:
U
H
S
I

）

U
H
S
I

は
、
純
然
た
る
医
療
施
設
で
あ
り
、
四
八
時
間
を
超
え
る

中
期
間
の
滞
在
の
た
め
、

精
神
疾
患
で
は
な
い
）
身
体
的
疾
患
を

有
す
る
被
拘
禁
者
を
受
け
入
れ
る
。
そ
の
他
の
場
合
に
は
、
隣
接
連

携
病
院
が
権
限
を
保
持
し
て
い
る
。
病
院
医
師
の
権
限
の
下
に
置
か

れ
る
、U

H
S
I

は
、
行
刑
職
員
、
病
院
職
員
、
警
察
官
及
び
憲
兵
の

協
働
に
よ
っ
て
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。

（法政研究83-４- ）230 966
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メ
モ

１
）

C
ites d

u S
eco

u
rs C

a
th
o
riq
u
e,
A
u
ro
re,

B
a
silia

d
e,
L
a

 
C
ro
ix
-R
o
u
g
e,
L
es p

etits freres d
es P

a
u
v
res,

L
e S

eco
u
rs

 
C
a
th
o
liq
u
e

と
い
う
団
体
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

２
）

安
田
恵
美
「
受
刑
者
に
お
け
る
『
塀
の
外
で
死
ぬ
権
利
』」
犯

罪
社
会
学
研
究
三
八
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
七
七
頁
。

３
）

高
村
賀
永
子
「
高
齢
受
刑
者
保
護
に
お
け
る
福
祉
等
関
係
機
関

の
援
助
を
め
ぐ
っ
て
」
犯
罪
と
非
行
一
五
六
号
（
二
〇
〇
六
年
）
四

三
頁
。

（
井
上
宜
裕
・
安
田
恵
美
）

【
付
記
】
本
研
究
は
、
二
〇
一
六
年
度
末
延
財
団
研
究
会
助
成
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。
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